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第１章 計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）※は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。 

国は、平成 13（2001）年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

（以下「ＤＶ防止法」という。）を制定しました。 

平成 19（2007）年の法改正では、体制基盤の中心を都道府県から市町村に移行させ、

よりＤＶ被害者の実情に見合った保護や救済措置となるきめ細かい支援のための整備を

目指しました。これにより、基本計画の策定や配偶者暴力相談支援センターの設置が市

町村の努力義務とされました。平成 25(2013)年の法改正により、法律の名称が「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められ、法律の適用対象を婚

姻していなくても、生活の本拠を共にする交際関係にある相手からの暴力被害者に拡大

し、同年、「ストーカー※行為等の規制等に関する法律」（以下「ストーカー行為規制法」

という。）も改正され、恋人からの暴力いわゆるデートＤＶ※の被害者を保護する仕組み

が進展しました。 

また、福岡県においては、平成 18(2006)年に第１次「福岡県配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する基本計画」が策定されて多様な取組みが進められ、その成果

と課題を踏まえて計画的に施策を推進するため、令和３年３月に「第４次福岡県配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」を策定しました。 

さらに、県においては、平成 31（2019）年に「福岡県における性暴力を根絶し、性被

害から県民等を守るための条例」（以下、「県性暴力根絶条例」という。）が公布、翌年に

全面施行され、性暴力の根絶及び被害者の支援に関する取組みが進められています。 

その「県性暴力根絶条例」では、配偶者等性暴力の定義がなされ、市町村の責務、市長

村長、議員、職員は住民に範を示すべき立場を自覚すること、また、性暴力根絶等に関す

る教育活動の努力義務が明記されています。 

嘉麻市においては、平成 23(2011)年策定の「嘉麻市男女共同参画社会基本計画後期計

画」の基本目標Ⅲ「主要課題６あらゆる暴力・虐待の根絶」を市の基本計画と位置づけ

て、ＤＶ対策に取り組んできました。そして、平成 29（2017）年度施行の「嘉麻市配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」（以下、「ＤＶ防止計画」と

いう）」が、初めて「嘉麻市男女共同参画社会基本計画」から独立した単独の「ＤＶ防止

計画」として策定され、社会状況や本市のＤＶ問題を取り巻く現状、国や県の施策をふ

まえ、平成 29（2017）年度から５年間を見据えて、人権の擁護と男女平等の実現を図る

ためにＤＶのないまちづくりをめざしてきました。 

しかし、2020 年（令和２年）に実施した「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」

（以下「市民意識調査」という。）の結果では、直近の３年間で配偶者や交際相手から暴

力の被害を受けた女性は４人に１人と高い比率となっており、依然としてＤＶ根絶に向

けた市全体での継続的な取組みが必要です。 
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本計画では、これまでの嘉麻市の成果と課題をふまえて、ＤＶ防止の啓発、複雑化す

る相談への対応、被害者の自立支援に対して、ＤＶ対策を推進していくものです。 

２ 計画の位置づけ  

本計画は、「ＤＶ防止法」第２条の３第３項の規定に基づいて策定するものです。 

また、本計画は、「第３次嘉麻市男女共同参画社会基本計画」の基本目標Ⅰ「男女の人

権を尊重する意識づくり」において主要課題４「あらゆる暴力の根絶」の取組みに基本

的施策１として「配偶者からの暴力防止及び被害者支援のための取組み」を定めており、

その具体的な施策・事業として位置づけるものです。 

３ 計画の期間  

本計画は、令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間とします。 

また、本計画は第２次嘉麻市総合計画との整合性を図りながら、社会情勢の変化や関

連法の改正等に対応し必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

令和 

４ 

年度 

令和 

５ 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

     

 

４ 計画の推進体制  

本計画の推進にあたっては、庁内における「嘉麻市ＤＶ被害者支援庁内連絡会議」の

ほか、市と嘉麻警察署や田川児童相談所等の関係機関が連携し協議を行う「嘉麻市配

偶者等からの暴力防止対策連絡協議会」を設置し、ＤＶ防止に関する啓発及び被害者

の支援に向け、施策を推進します。 

 

 

５ 計画の体系  

第 2 次配偶者からの暴力の防止及び被害者の 
保護等に関する基本計画 

進捗状況を適宜、把握・点検 
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本計画を推進するにあたっては、市民の正しい理解を促し、ＤＶの防止・早期発見に

努めるとともに、ＤＶ被害者の安全と人権を最大限に尊重し、国・県の関係機関や民間

支援団体等との緊密な連携を図りながら、 相談や自立支援に向けた総合的な施策を実施

します。 

そこで、本計画では、「予防」「連携」「自立支援」のテーマに基づき、「暴力を容認しな

い社会づくり」「被害の潜在化を防ぐ」「被害者のきめ細かい対応と心身の回復と生活の

安定」の３つの分野を柱として、それぞれに基本目標、基本的施策を定めます。 

 

 

テーマ 基本目標 基本的施策 

～暴力を容認しない

社会づくり～ 

 

Ⅰ 

DV の根絶に向けた

啓発と被害の防止  

１ 人権を尊重し、 

暴力を容認しない意識の醸成 

２ 被害の早期発見と 

重大な被害を防止する体制の構築 

～被害の潜在化を 

防ぐ～ 

 

 

Ⅱ 

相談しやすい 

体制の充実 

１ 相談しやすい体制の充実 

２ 外国人、障がい者、高齢者、  

性的少数者等への適切な対応 

３ 窓口職員の研修の充実 

～被害者へのきめ細

かい対応と心身の回

復と生活の安定～ 

 

 

Ⅲ 

被害者の 

自立のための支援  

１ 被害者の安全確保と 

心理的ケアへの配慮 

２ 生活の安定に向けた各種手続の支援  

３ 被害者の情報保護 

 

 

 

 

 

予防 

連携 

自立 
支援 
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第２章 嘉麻市の現状と課題 

１ 嘉麻市の取組み 

嘉麻市では、平成 22（2010）年施行の嘉麻市男女共同参画推進条例において「すべて

の人は、セクシャル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスその他の性別に

起因する心身に及ぶ暴力等の行為により人権を侵害してはならない。」ことが定められ、

市の責務としてＤＶ問題に対し市が積極的に対応すべきことが定められました。 

平成 24（2012）年度施行の「嘉麻市男女共同参画社会基本計画後期計画」では主要課

題として「あらゆる暴力・虐待の根絶」が定められ、本計画が市における「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する計画」と位置づけられました。 

平成 29（2017）年度施行の「嘉麻市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する基本計画」は、初めて「嘉麻市男女共同参画社会基本計画」から独立して単独の「Ｄ

Ｖ防止計画」として策定されました。 

このような中、ＤＶ問題に対する具体的な取組みを積極的に進めるため、専門の女性

相談員を配置した「女性相談窓口」の開設や、電話相談窓口である「かま女性ホットライ

ン」を設置し、市民からのＤＶ問題の相談など、女性の抱える幅広い悩みに対応してき

ました。平成 30(2018)年には、嘉麻市における配偶者等からの暴力防止及び被害者支援

のための総合的な対策について、市と配偶者暴力相談支援センターや嘉麻警察署等の関

係機関が連携し協議を行う「嘉麻市配偶者等からの暴力防止対策連絡協議会」を設置し、

ＤＶ被害者支援のための対策について協議を行ってきました。 

令和元（2019）年度からは、外国籍の女性の支援のため、ＤＶなど女性に対する暴力に

関する知識と対人援助者としての資質を持った通訳者をコーディネートする予算を確保

し、実際に母国語で相談に応じる体制を整えています。 

令和２（2020）年度からは「女性相談窓口」において「婦人相談員」※を設置し、ＤＶ

問題に対応する専門性を高め、きめ細かで迅速な対応が可能となるよう相談体制の充実

を図ったところです。 

 コロナ禍での相談の増加が新聞等で報道されていますが、嘉麻市においては、目立っ

た相談件数の増加はなく、常に加害者が近くにいることから SOS が出せず、潜在化して

いる状況ではないのかと危惧されています。 

 

「婦人相談員」とは、「売春防止法」（第３５条）に基づき、社会的信望があり熱意と識見を 

持っている者で、都道府県又は市長から委嘱され、要保護女子の発見、相談、指導等を行う。

また、「ＤＶ防止法」第３条及び第４条により平成 14(2002) 年４月から、配偶者からの暴力

被害者の相談等とともに第５条により婦人保護施設において被害者の保護を行う。 

相談者の人権を尊重し権利擁護を図る立場から、支援を要する女性を発見し、ソーシャル 

ワークによる相談・支援を提供し、必要に応じ関係機関との連携を図りながら問題解決を担

う役割を有している。 
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２ 市民意識調査からみたＤＶについての現状と課題 

（１）暴力の経験 

令和２年に実施した「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（以下「市民意識調

査」という。）の結果によると、この３年間で配偶者や交際相手から暴力の被害を受けた

女性は 24.6％、男性は 11.6％となっています。本市において一定数の割合でＤＶやデー

トＤＶの被害を受けていることがわかりました。 

前回調査と比較すると、「無回答」の割合が減少していますが、暴力の被害経験の割合

は、男女ともほぼ同程度の割合を占めています。  

女性では、20 歳以下の年代を除いて「あった」の割合が２割を超えており、特に 40 歳

代、50 歳代の女性で高くなっていました。 

 

◆暴力の経験［全体、性別］（前回調査比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆暴力の経験［全体、年齢別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

（％）

あ

っ
た

全

く
な
い

無

回
答

1,096 215 662 219 

100.0 19.6 60.4 20.0 
女性：29歳以下 32 18.8 81.3 - 

女性：30歳代 57 22.8 68.4 8.8 
女性：40歳代 74 25.7 66.2 8.1 

女性：50歳代 80 27.5 62.5 10.0 
女性：60歳代 155 23.2 63.9 12.9 

女性：70歳以上 245 24.9 46.9 28.2 
男性：29歳以下 29 6.9 55.2 37.9 

男性：30歳代 29 3.4 86.2 10.3 
男性：40歳代 45 26.7 60.0 13.3 
男性：50歳代 57 12.3 61.4 26.3 

男性：60歳代 113 9.7 70.8 19.5 
男性：70歳以上 158 10.8 60.8 28.5 

無回答 22 36.4 22.7 40.9 

標
本

数

全  体

年
齢
別

19.6

24.6

11.6

60.4

58.5

64.7

20.0

16.9

23.7

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

今
回
調
査

前
回
調
査

平
成
2
7
年

19.1

24.1

12.6

53.3

47.5

61.3

27.5

28.4

26.1

全 体

（N=1,082）

女 性

（N=610）

男 性

（N=468）

性
別

あった 全くない 無回答
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◆暴力の経験(身体的暴力)［全体、年齢別］ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆暴力の経験(精神的暴力)［全体、年齢別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

『暴力があった』

0.1

-

0.2

0.4

0.2

0.5

76.6

78.9

74.2

23.0

20.9

25.1

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

0.6

0.8

0.5

0.5

0.6

0.2

75.8

77.6

74.5

23.0

21.1

24.8

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

（
ア
）
骨
折
さ
せ
ら

れ
た

（
イ
）
打
ち
身
や
切

り
傷
な
ど
の
ケ
ガ

を
さ
せ
ら
れ
た

（
ウ
）
足
で
け
ら
れ

た
り
、
平
手
で
打

た
れ
た
り

し
た

（
エ
）
物
を
投
げ
つ

け
ら
れ
た

身
体
的
暴
力

1.1

1.2

0.9

2.6

3.3

1.4

73.4

74.3

73.1

23.0

21.2

24.6

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

0.9

1.2

0.5

3.6

4.8

1.4

72.4

73.1

72.9

23.2

20.9

25.3

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

何度もあった １、２度あった 全くない 無回答

1 .1

1 .4

1 .3

1 .6

0 .7 0 .8

今回調査

0 .5

0 .2

0 .4

0 .5

0 .7 0 .2

前回調査

4 .5

6 .0

4 .3

5 .8

1 .9 2 .5

3 .7

4 .5

3 .3

4 .9

2 .3 1 .3

『暴力があった』

（
オ
）
げ
ん
こ
つ
や

身
体
を
傷
つ
け
る
可

能
性
あ
る
物
で
、
な
ぐ

る
ふ
り
を

し
て
お
ど
さ
れ
た

（
カ
）
何
を
言
っ
て

も
無
視
さ
れ
続
け

た

（
キ
）
交
友
関
係
や

電
話
を
細
か
く
監

視
さ
れ
た

（
ク
）
子
ど
も
の

前
で
侮
辱
さ
れ
た

り
、
馬
鹿
に

さ
れ
た
り
し
た

（
ケ
）
大
声
で

ど
な
ら
れ
た

精
神
的
暴
力

何度もあった １、２度あった 全くない 無回答

0.8

0.9

0.7

2.6

3.4

1.2

73.4

74.8

72.9

23.2

20.9

25.3

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

1.7

2.2

1.2

4.4

4.0

4.2

71.1

73.1

70.1

22.8

20.7

24.6

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

1.1

1.7

0.2

2.1

2.8

0.9

73.7

74.5

74.0

23.1

21.1

24.8

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

2.0

2.6

0.9

4.2

5.0

3.2

70.7

71.2

71.0

23.1

21.2

24.8

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

4.2

5.4

2.3

9.2

11.9

5.1

65.1

63.6

68.2

21.5

19.0

24.4

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

6 .1

6 .2

7 .6

9 .7

5 .4 5 .0

今回調査

3 .4

4 .3

4 .2

5 .5

1 .9 2 .5

前回調査

6 .2

7 .6

6 .9

9 .2

4 .1 3 .6

3 .2

4 .5

4 .2

4 .9

1 .1 3 .2

13 .4

17 .3

13 .0

17 .0

7 .4 7 .9
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◆暴力の経験(性的暴力)［全体、年齢別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆暴力の経験(経済的暴力)［全体、年齢別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

『暴力があった』

（
コ
）
嫌
が
っ
て
い

る
の
に
性
的
な
行

為
を
強
要
さ
れ
た

（
サ
）
避
妊
に
協
力

し
て
く
れ

な
い

（
シ
）
見
た
く
な
い
の

に
、
ポ
ル
ノ
ビ
デ
オ

や
ポ
ル
ノ
雑
誌
を
見

せ
ら
れ
た

性
的
暴
力

1.3

1.9

0.5

1.7

2.6

-

74.2

75.1

74.2

22.8

20.4

25.3

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

0.7

0.9

0.5

0.9

1.1

0.2

74.5

76.2

73.3

23.9

21.8

26.0

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

0.2

0.2

0.2

0.5

0.9

-

75.7

77.4

74.2

23.5

21.5

25.5

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

何度もあった １、２度あった 全くない 無回答

1 .6

2 .0

2 .2

2 .6

0 .7 1 .7

今回調査

3 .0

4 .5

4 .0

5 .5

0 .5 2 .1

前回調査

0 .7

1 .1

2 .0

2 .8

0 .2 0 .9

『暴力があった』

（
ス
）
必
要
な
生
活

費
を
渡
さ
れ
な
い

（
セ
）
「
誰
の
お
か
げ
で

生
活
で
き
る
ん
だ
」
と

か
「
甲
斐
性
な
し
」
と

い
わ
れ
た

経
済
的
暴
力

1.6

2.3

0.7

1.3

1.7

0.7

73.9

74.9

73.3

23.2

21.1

25.3

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

1.6

2.6

0.2

2.7

3.3

1.9

72.9

73.5

73.1

22.7

20.6

24.8

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

何度もあった １、２度あった 全くない 無回答

4 .3

5 .9

4 .8

6 .2

2 .1 3 .0

今回調査

2 .9

4 .0

2 .9

4 .5

1 .4 0 .8

前回調査
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（２）暴力の見聞き 

ＤＶの被害について身近なところで見聞きしたか尋ねたところ、「身近に当事者はいな

いが、うわさを耳にしたことがある」が 6.7％、「家族や知人などから相談されたことが

ある」が 2.3％、「身近に当事者がいる」が 2.4％となっており、うわさを耳にしたとい

う間接的な体験まで含めてＤＶを見聞きした体験がある人は、全体の約 1 割となってい

ました。性別でみると、女性の方が男性より相談を受けたり、当事者が身近にいるとい

う直接的な体験はやや高くなっていました。 

ＤＶ被害を受けた人で誰にも相談しない人が増えていることから、ＤＶが潜在化して

いる状況も伺えました。暴力を見聞きした第三者が被害者に適切に対応することが支援

には重要となりますので、市民一人ひとりのＤＶに対する認識を高めなければなりませ

ん。ＤＶとされる行為や発生する背景、ＤＶ防止法の取組みなどについて、被害者自身、

また、相談相手となる家族や知人に届くように、広く啓発して情報提供することを継続

的に続けていくことが必要です。 

 

◆図表 暴力の見聞き［全体、性別］（前回・県調査比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

 

 

福
岡
県
調
査

令
和
元
年

4.0

5.1

2.7

6.0

7.4

4.3

19.1

19.4

18.8

62.4

60.3

65.2

1.2

1.7

0.7

7.1

6.2

8.3

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=2,005）

女 性

（N=1,142）

男 性

（N=860）

性
別

家族や知人など

から相談された

ことがある

身近に当事者が

いる

身近に当事者は

いないが、噂を

耳にしたことがある

身近で見聞き

したことはない

無回答その他

2.3

3.1

0.5

2.4

2.6

2.1

6.7

6.0

7.9

56.4

55.3

59.2

0.7

0.6

0.9

31.6

32.4

29.5

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,096）

女 性

（N=646）

男 性

（N=431）

性
別

今
回
調
査

前
回
調
査

平
成
2
7
年

2.9

4.3

1.1

3.8

4.6

2.8

11.0

11.0

11.1

51.0

48.4

54.9

0.4

0.7

-

31.0

31.1

30.1

全 体

（N=1,082）

女 性

（N=610）

男 性

（N=468）

性
別

家族や知人など

から相談された
ことがある

身近に当事者が

いる

身近に当事者は

いないが、うわさを
耳にしたことがある

身近で見聞き

したことはない

無回答その他
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第３章 計画の内容 
 

 

 

 

 

 

 





第３章 計画の内容 

 

 
11 

 

  

第３章 計画の内容 

～暴力を容認しない社会づくり～ 

 

 

 

基本的施策１ 人権を尊重し、暴力を容認しない意識の醸成    

現状と課題 

ＤＶは人権侵害の問題ですが、夫婦や恋人といった私的な関係で起きるために他者が

介入しにくく潜在化してしまうという特徴があります。そのため、「ＤＶ防止法」、「スト

ーカー行為規制法」等の法律が制定され、社会的な取組みが進められてきました。 

市民意識調査によると、「ＤＶ防止法」の認知度は、男女とも７割を超えていたものの、

前回調査結果と比べるとあまり変化はなく、「デートＤＶ」の認知度は、３割弱にとどま

っていました。ＤＶやデートＤＶは犯罪にもなりうる重大な人権侵害として意識を高め

る必要があります。また、ＤＶ被害者の多くは女性であり、その背景には固定的な性別

役割分担意識、暴力を容認する意識、男女間の経済的格差など社会的要因があります。

そのため、ＤＶ根絶のためには、社会的構造の問題を踏まえた上でジェンダー※平等の意

識を醸成することが重要です。 

ＤＶを起こさない意識を社会的に形成するためには、まずは、行政や教育に携わる職

員や教職員がＤＶやデートＤＶを人権の問題として理解し、私的関係で起きる暴力の特

徴を理解し、ＤＶは性的暴力や経済的暴力など多様な形で出現するという認識を持つこ

とが必要です。 

また、子どもの頃からジェンダー平等や性の多様性を理解できるような人権教育を学

校で推進することが重要です。大人もこのようなＤＶに対する理解と認識を共有できる

ように、市民に対する継続的な啓発を進めることが求められます。また、ＤＶを見聞き

することは子どもに対して心理的に大きな影響を与えることから、面前ＤＶと言われて

おり、「児童虐待防止法」では、ＤＶのある家庭環境自体が心理的虐待であると定義され

ています。ＤＶ被害者のみならず、子どもに対しても心理的ケアが求められます。 

デートＤＶについては、携帯やスマートフォンなどコミュニケーション手段が急速に

発展し、大人の関知しないところで、中学生や高校生等の若年層で問題が大きくなって

います。加害者にもＤＶ被害者にもならないよう、暴力防止とジェンダー平等の問題を

人権の視点で理解するデートＤＶ防止教育を進めなければなりません。市で作成した「デ

ートＤＶ防止啓発冊子」を活用し、学校への出前講座などでは若年層が関心を持てるよ

うな工夫をします。また、「福岡県性暴力根絶条例」に基づいた「第 5 次福岡県男女共同

参画計画」による学校への性暴力根絶と被害者支援の総合的教育を行う専門的アドバイ

ザー派遣事業を積極的に活用していきます。 

基本目標Ⅰ DV の根絶に向けた啓発と被害の防止 
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■具体的事業 

事業

№   
具体的事業 事業の内容 担当課 

１ ＤＶに関する研修 

市職員や教職員がその日常業務において
人権の尊重と暴力を容認しない意識をもっ
て進められるよう、ＤＶに関する職員研修や
情報提供を行う。 

全課 

２ 
新 

人権尊重の意識を
醸成する教育の推
進 

ジェンダー平等や性の多様性を含む人権尊
重を基盤とした包括的性教育を発達段階
別に応じて実施し、また、県アドバイザー派
遣事業等を積極的に活用して人権を尊重
する意識を醸成する。 

学校教育課 

３ 
ＤＶに関する正しい
理解の促進 

市民に対して人権を尊重し、暴力を容認し
ない意識の醸成が図られ、また、ＤＶに関す
る正しい理解が図られるよう、あらゆる機会
を活用して、啓発活動を推進する。 

全課 

４ 
新 

ＤＶが子どもに及ぼ
す影響についての
理解の促進 
(面前 DV の理解
促進) 

子どもがＤＶを見聞きする面前ＤＶは、子ど
もに心理的に大きな影響を及ぼすことから、
児童・生徒、保護者、市民に向けて啓発し
理解を広める。 

こども育成課 
子育て支援課 

人権・同和対策課 
学校教育課 
男女共同参画 

推進課 

５ 
若年層に対する啓
発の推進 

「デートＤＶ防止啓発冊子」を活用して青少
年や市民を対象として出前講座を実施す
る。また、小・中・高校に当該冊子を配布
し、啓発を推進する。 

関係各課 

 

 

◆図表 ＤＶに関する施策・用語の認知［全体、性別］（前回調査比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

『知っている』

74.8

74.3

76.8

70.1

81.9

82.0

17.2

16.9

17.5

52.9

51.1

55.6

16.0

16.1

15.8

14.0

15.9

11.1

全 体

（N=877）

女 性

（N=535）

男 性

（N=339）

性
別

今
回
調
査

前
回
調
査

平
成
2
7
年

Ｄ
Ｖ
防
止
法
（
配
偶
者
か
ら
の

暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護

等
に
関
す
る
法
律
）

13.9

15.5

11.6

60.9

58.8

65.2

14.4

15.5

12.1

10.9

10.2

11.1

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,082）

女 性

（N=610）

男 性

（N=468）

性
別

よく知っている 聞いたことがある 全く知らない 無回答よく知っている 聞いたことがある 全く知らない 無回答
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◆図表 ＤＶに関する施策・用語の認知［全体、性別］（前回調査比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

よく知っている 聞いたことがある 全く知らない 無回答

『知っている』

28.6

30.8

26.0

23.7

23.3

24.4

6.2

7.6

4.4

22.4

23.2

21.6

56.8

54.8

60.3

14.7

14.4

13.7

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=1,082）

女 性

（N=610）

男 性

（N=468）

5.3

5.9

4.5

18.4

17.4

19.9

59.3

58.2

60.9

17.0

18.5

14.7

全 体

（N=877）

女 性

（N=535）

男 性

（N=339）

性
別

性
別

今
回
調
査

前
回
調
査

平
成
2
7
年

デ
ー
ト
D
V
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基本的施策２ 被害の早期発見と重大な被害を防止する体制の構築  

現状と課題 

ＤＶは、家庭という密室で行われ、ＤＶ被害者は、加害者から行動を制限されたり、監

視されたりするなど、社会との関わりを持てずに孤立した状態に置かれがちとなるため、

被害の早期発見には、家族や知人等の身近な人の存在が重要となります。 

市民意識調査によると、「家族や知人などから相談されたことがある」「身近に当事者

がいる」と回答した人がどう対処したかについて、「ＤＶ被害者に相談機関などを紹介し

た」は 11.8％、「配偶者暴力相談支援センターや警察に通報した」9.8％、「ＤＶ被害者と

一緒に病院や相談機関に行った」5.9％となっており、専門機関につないだ人も一定数い

ました。しかし、「何もできなかった」とする割合も約４分の１を占め、「何もする必要は

ないと思った」も 3.9％あり、身近にＤＶ被害者がいても対応していない人がいることも

わかりました。「加害者に暴力をやめるように話した」というＤＶ被害者に危険が及ぶ可

能性のある不適切な対処は、13.7％ありました。 

ＤＶ被害者のみならず被害者の身近にいる人に対しても相談窓口の認知が高まるよう

周知を徹底していきます。 

地域から行政へのパイプ役となる民生委員・児童委員、ＤＶ被害を発見しやすい立場

にある医療機関が、警察など関係機関と連携して被害を早期発見し、早期介入できるよ

う、体制を強化していきます。 

また、加害者が当事者意識を持って暴力の問題に向き合い、更生することは、ＤＶ被

害者の安全確保のために求められます。加害者の脱暴力プログラムの開発については、

ＤＶ被害者支援に関わる民間団体や医療機関などにおいて取組みが徐々に進められてい

ます。「県性暴力根絶条例」による加害者への専門的な指導や治療の取組みも進められて

います。こうした情報をＤＶ被害の対応策に活かせるよう、加害者対策に関する国の調

査研究や県の取組み及び関係団体等の情報を収集して発信していきます。 

また、嘉麻市においては、加害者対応マニュアルを策定しており、適宜、見直しを図っ

ていきます。 
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■具体的事業 

事業

№   
具体的事業 事業の内容 担当課 

６ 相談窓口の周知 

市の「女性相談窓口」や「かま女性ホットラ
イン」とともに県や警察など相談窓口につ
いて周知する。また、市ホームページで実
施するメールによる相談についても周知を
図る。 

男女共同参画 
推進課 

７ 
被害の早期発見及び
適切な対応 

地域の民生委員・児童委員、医療機関、
社会福祉協議会、相談基幹センター、高
齢者社会福祉・教育施設及び警察署など
の関係機関と連携を図り、被害の早期発
見と迅速で適切な対応を図る。 

関係各課 

８ 
加害者対策に関する
情報収集及び発信 

加害者対策に関する国や県の情報を収
集し発信することで被害防止のための対
応策に活用する。 

男女共同参画 
推進課 

 

 

◆図表 ＤＶ被害を知った後の行動について［全体、性別］（前回調査比較）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

被害者をかくまったり、家を出ることに
援助をした

何もできなかった

加害者に暴力をやめるように話した

被害者に相談機関などを紹介した

配偶者暴力相談支援センターや警察に
通報した

被害者と一緒に病院や相談機関に
行った

何もする必要はないと思った

被害者にがまんするように話した

その他

無回答

27.5

23.5

13.7

11.8

9.8

5.9

3.9

2.0

13.7

2

24.1

22.2

20.4

20.4

5.6

3.7

7.4

-

16.7

1.9

18.2

18.2

9.1

18.2

9.1

9.1

-

9.1

27.3

0

0 30 60 （％）

25.0

25.0

19.4

15.3

8.3

6.9

6.9

1.4

15.3

2.8

24.1

22.2

20.4

20.4

5.6

3.7

7.4

-

16.7

1.9

27.8

33.3

16.7

-

16.7

16.7

5.6

5.6

11.1

5.6

03060（％）

【回答はいくつでも】

【前回調査（平成27年）】 【今回調査】

全 体（Ｎ=67）

女 性（Ｎ=49）

男 性（Ｎ=18）

【回答はいくつでも】

全 体（Ｎ=72）

女 性（Ｎ=54）

男 性（Ｎ=18）
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～被害の潜在化を防ぐ～ 

 

 

 

 

基本的施策１ 相談しやすい体制の充実 

現状と課題 

ＤＶ対策においては、適切に対応できる専門家や相談機関、公的機関が重要な存在と

なります。ＤＶ被害者は、加害者から「お前が悪い」等と言われ続けて自責の念が強まる

ために被害を受けているという認識が低くなり、他者への相談をためらう傾向がありま

す。一方で、経済的暴力や社会的暴力によって生活困窮に陥るなどＤＶ被害者が生活課

題を抱えることも多く、公共料金の未払いなどでＤＶ被害者が発見されて行政の対応が

必要になるケースもあります。行政の多様な窓口からＤＶ被害者が適切な支援機関につ

ながるよう、専門家や公的機関と連携のとれた体制が重要です。 

県においては、「県性暴力根絶条例」に基づき、総合的支援体制として性暴力の被害者

の支援に関する総合的な窓口(性暴力被害者支援センター・ふくおか)を設置して、医療

機関、県警察や関係団体、弁護士等が連携して、被害者への支援業務を行うものとして

います。 

市民意識調査によると、ＤＶ被害者の相談先は、関係機関では「警察署・交番」「医師・

カウンセラー」が２％程度、行政の相談窓口は「配偶者暴力相談支援センター」「嘉麻市

役所」「かま女性ホットライン」はわずかでした。しかし、前回調査に比べると相談機関

に拡がりが見られ、少しずつではあるが相談機関の認知度が高まっていることを伺わせ

ます。しかしながら、男性の被害者では、「誰にも相談しなかった」割合が女性より高く

なっていました。相談しなかった人の理由としては、「相談するほどのことではないと思

ったから」が男女ともに６割を超えて、前回調査と比べると比率が高くなっており、相

談の重要性への認識が低くなっています。 

市においても、相談体制の整備に向けて、平成 25(2013)年からＤＶに対応する関係部

署が参加する「ＤＶ被害者支援庁内連絡会議」を開催しています。また、ＤＶの専門相談

員が面接する「女性相談窓口」を各庁舎で開設し、必要な場合は同行支援も実施してい

ます。さらに電話でも相談できるよう「かま女性ホットライン」も設置しています。 

今後は、より被害者の立場に立った相談体制を整備するために、個別事案に対応して

関係各課との連携の強化を図っていきます。また、「ＤＶ被害者支援庁内連絡会議」にお

いては、被害者情報の保護に関する電算システム上のハード面、また、それをつなぐ職

員のソフト面の支援体制を充実させます。 

庁外においては、嘉麻警察署と緊密な連携体制をとるために、日頃より情報交換を行

います。男性や性的少数者への相談については、県が設置している専用の相談窓口や県

の配偶者暴力相談支援センター等の情報を提供します。  

基本目標Ⅱ 相談しやすい体制の充実 
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■具体的事業 

事業

№   
具体的事業 事業の内容 担当課 

９ 
庁内関係部署との連
携強化 

庁内各課による「ＤＶ被害者支援庁内連
絡会議」を開催し、被害者への迅速で適
切な支援に向けて連携強化を図る。 

男女共同参画 
推進課 
関係各課 

10 
ＤＶ防止連絡協議会
による連携 

警察署や児童相談所等の関係機関によ
る「嘉麻市ＤＶ防止対策連絡協議会」によ
り日ごろから情報交換などを行い緊密な
連携体制を構築する。 

男女共同参画 
推進課 
関係各課 

11 
男性や性的少数者等
への相談窓口の情報
提供 

男性や、性的少数者に対応する市民相談
窓口や県の相談窓口等について、ホーム
ページ等を活用して情報提供を行う。 

関係各課 
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◆図表 暴力を受けた後の相談先［全体、性別］（前回調査比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

 

家族、親族

友人、知人

警察署・交番

医療関係者（医師、看護師など）

配偶者暴力相談支援センター
（県の福祉事務所など）

人権擁護委員、民生委員、行政区長・
隣組長など

嘉麻市役所

かま女性ホットライン

学校関係者（教員、養護教員、
カウンセラー）

その他

どこ（だれ）にも相談しなかった

無回答

32.1 

27.0 

2.3 

1.4 

1.4 

0.9 

0.9 

0.5 

-

0.5 

48.8 

6.0 

35.2 

29.6 

2.5 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

-

-

-

46.5 

4.4 

22.0 

18.0 

-

2.0 

2.0 

-

-

2.0 

-

2.0 

56.0 

8.0 

0 30 60 （％）

35.3

20.8

2.4

-

1.9

-

-

1.0

-

0.5

45.4

9.7

35.4

22.4

2.7

2.0

1.4

-

-

-

-

0.7

44.2

8.2

35.6

16.9

1.7

1.7

-

-

-

-

-

-

47.5

13.6

03060（％）

【回答はいくつでも】 【回答はいくつでも】

【前回調査（平成27年）】 【今回調査】

全 体（Ｎ=215）

女 性（Ｎ=159）

男 性（Ｎ=50）

全 体（Ｎ=207）

女 性（Ｎ=147）

男 性（Ｎ=59）
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◆図表 相談しなかった理由［全体、性別］（前回調査比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画社会に向けての市民意識調査」（令和２年) 

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談してもむだだと思ったから

自分さえがまんすれば、なんとかこのまま

やっていけると思ったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

子どものためにがまんするしかないと

思ったから

どこ（だれ）に相談してよいのか

わからなかったから

世間体が悪いから

他人を巻き込みたくなかったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

他人に知られると、これまで通りの

つき合い（仕事や学校などの

人間関係）ができなくなると思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

相談することによって、さらに不快な思いをさせ

られると思ったから

相談したことがわかると、仕返しをうけたり、

もっとひどい暴力をうけると思ったから

加害者に「誰にも言うな」とおどされたから

その他

無回答

62.9 

32.4 

28.6 

26.7 

11.4 

7.6 

7.6 

5.7 

4.8 

4.8 

3.8 

3.8 

2.9 

2.9 

1.0 

1.0 

1.0 

63.5 

32.4 

29.7 

25.7 

8.1 

4.1 

9.5 

4.1 

-

2.7 

4.1 

1.4 

1.4 

1.4 

-

-

1.4 

64.3 

35.7 

25.0 

28.6 

14.3 

10.7 

3.6 

10.7 

14.3 

10.7 

3.6 

10.7 

7.1 

3.6 

3.6 

3.6 

-

0 40 80 （％）

52.1 

37.2

25.5

20.2

12.8

12.8

9.6

9.6

9.6

7.4

5.3

5.3

4.3

3.2

-

6.4 

1.1 

50.8 

36.9

30.8

21.5

15.4

15.4

10.8

9.2

10.8

9.2

4.6

7.7

6.2

3.1

-

7.7 

1.5 

53.6 

39.3

14.3

17.9

7.1

7.1

7.1

10.7

7.1

3.6

7.1

-

-

3.6

-

3.6 

-

04080（％）

【回答はいくつでも】 【回答はいくつでも】

【前回調査（平成27年）】 【今回調査】

全 体（Ｎ=105）

女 性（Ｎ=74）

男 性（Ｎ=28）

全 体（Ｎ=94）

女 性（Ｎ=55）

男 性（Ｎ=28）



 

 

 
20 

 

  

基本的施策２ 外国人、障がい者、高齢者、性的少数者等への 

適切な対応 

現状と課題 

外国人や障がい者、高齢者や性的少数者等は、ＤＶ被害を受けたとしても、支援に関

する情報が届きにくかったり、理解しにくかったり、加害者へ依存する生活を強いられ

たりして、自分の状況をＤＶとして認識することがよりいっそう困難な状況となります。

また、同性間におけるＤＶ被害については、相談窓口においてＬＧＢＴＱ※などの性的少

数者への理解が行き届いていない場合、被害者が相談できない可能性もあります。 

そのため、これらの社会的に不利な立場に置かれやすい人が受けるＤＶ被害は、より

潜在化、長期化、深刻化するという共通した課題があります。 

外国人の場合は、言語や文化・生活習慣の違いから地域の中でも孤立しやすいという

問題を抱えがちです。日本語以外の言語による支援を求めている外国人に対しては、多

言語に対応した翻訳機能を備えたタブレットの活用や県作成のＤＶ相談の情報を掲載し

た多言語の啓発カードを関係窓口等に配架すること等により対応策をとっていますが、

今後は、これまで以上にきめ細かな対策ができるよう努めていきます。令和３（2021）年

より、嘉麻市内の交番に外国語言語対応窓口紹介カードを配架しています。また、高齢

者の場合は、長年にわたって繰り返されたＤＶのために、精神的ダメージが大きく、よ

り無力感が大きい場合があります。 

高齢者や障がい者に対しては、それぞれの立場で抱える問題の特徴を踏まえながら、

その特性に応じた、よりきめ細かな対応ができるよう配慮するとともに、相談窓口の情

報提供の充実等を図っていきます。さらに一時保護、自立支援においても、同様に配慮

していきます。性的少数者のＤＶ被害対応のために、性の多様性についての理解を進め

るとともに、被害者の実情にあった支援に取り組みます。 

■具体的事業 

事業

№   
具体的事業 事業の内容 担当課 

12 
外国人からの相談に
対する適切な対応 

外国人に対しては、多言語に対応した翻
訳機能を備えたタブレットの活用や県作成
のＤＶ相談の情報を掲載した多言語の啓
発カードの配架等により、相談窓口の周
知を行う。 

関係各課 

13 
新 

高齢者、障がい者へ
の適切な対応 

それぞれが抱える問題にきめ細かな対応
ができるよう配慮するとともに、相談窓口
の情報提供の充実を図る。さらに一時保
護、自立支援においても、適切な対応を
行う。 

関係各課 

14 
新 

ＬＧＢＴＱなどの性的
少数者への適切な対
応 

ＬＧＢＴＱ等の性的少数者について、市民
や職員の正しい理解が図られるよう啓発
するとともに、相談者へのきめ細かな対応
と支援を行う。 

関係各課 
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基本的施策３ 窓口職員の研修の充実 

現状と課題 

ＤＶ被害者は、経済的暴力を受けて経済的に困窮したり、子どもの世話が行き届かな

かったりと多様な生活課題を抱えています。そのため、福祉や保健、教育、住宅などの

様々な行政の窓口に相談に訪れる可能性は高く、それらの窓口からＤＶ被害者を適切な

支援につなぐことが重要となります。 

ＤＶ被害者は心理的ダメージの影響でコミュニケーションがうまく取れないこともあ

りますが、そのような場合に窓口担当職員が不適切に対応すると被害者をさらに傷つけ

てしまいます。このような二次被害を起こさないようにするためには職員への意識啓発

は重要です。 

ＤＶ被害者と接する窓口職員や関連する手続きを行うすべての職員が、ＤＶ被害者の

立場や特徴を理解し、被害者支援のために必要な知識をもち、迅速に適切に対応するこ

とが求められます。 

行政の窓口は、被害者支援における重要な役割を担っているという自覚を持てるよう、

関係職員に対する研修をさらに充実していきます。 

 

 

■具体的事業 

事業

№   
具体的事業 事業の内容 担当課 

15 
窓口職員の研修の充
実 

窓口担当となる職員に対して、支援を必
要とする市民への適切な対応ができるよ
う研修を実施する。また、県主催のセミナ
ー等を活用して職員がＤＶやハラスメント
について学習する機会を提供する。 

人事秘書課 

男女共同参画 
推進課 
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～被害者へのきめ細かい対応と心身の回復と生活の安定～ 

 

 

 

 

基本的施策１ 被害者の安全確保と心理的ケアへの配慮 

現状と課題 

ＤＶ被害者に対して、安全対策は重要な課題であり、危険を避けるための支援が求め

られます。ＤＶ被害者が逃げようとしたときに、加害者の怒りが強くなるため、暴力が

ひどくなります。逃げたとしても、加害者は執拗にＤＶ被害者の居所を突き止め、危害

を加えるおそれがあり、避難後にもっとも危険が高まるといわれています。ＤＶ被害者

の家族や友人、支援者が、ＤＶ被害者の居場所について加害者からの攻撃的な追求を受

けることもあり、ＤＶ被害者の身近な人にも危険が及びます。 

警察庁によると、「ストーカー規制法」に基づく接近禁止命令等の保護命令の発令件数

は平成 29(2017) 年から急増しており、令和元(2019)年は 1,375 件で前年より 18.8％増

加し、法施行後最多となっています。ストーカーの相談事例では、加害者の半数が配偶

者や元配偶者、交際相手や元交際相手です。 

加害者が結果的に追跡してこなかったとしても、ＤＶ被害者は別れた後も追跡の恐怖

から逃れられない場合もあります。また、ＤＶ被害者は、配偶者や恋人など信頼してい

た人から暴力を受けたことにより、自尊感情が低下し、自分自身で生きる力を失い、他

者との信頼関係を築けないなど、精神的な課題を抱える場合もあります。 

さらに、子どもにとってＤＶを見聞きすることは面前ＤＶであり、ＤＶのある家庭環

境自体が心理的な児童虐待です。被害者のみならず、子どもに対しても心理的ケアが求

められます。 

市では、暴力追放相談員を配置しており、日頃から警察との連携を取っていますが、

ＤＶ被害者と支援をする立場の人たちの安全確保のために、これらの連携を強化してい

きます。また、被害者の心理的なケアに対応するため、相談員の専門性を高めるととも

に、庁内の保健師や庁外の医療機関、または、福岡県の精神保健担当部署や児童相談所

などと連携して、適切な心理的支援を実施します。  

 

 

基本目標Ⅲ 被害者の自立のための支援 
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■具体的事業 

事業

№   
具体的事業 事業の内容 担当課 

16 
被害者の安全のため
の警察との連携強化 

被害者の安全確保のため迅速な対応が
できるよう、警察や庁舎に配置されている
暴力追放相談員との連携強化を図る。 

関係各課 

17 心理的ケアへの配慮 

被害者の心理的なケアに対応するため、
専門的な知識と経験を有する相談員によ
る支援を行う。また、他の専門職の案内も
行う。各相談員間での必要な情報交換を
行う。 

関係各課 

18 

新 

面前ＤＶにより影響を
受けた子どもへの心
理的ケアの推進 

子どもがＤＶを見聞きする面前ＤＶによる
影響を受けた子どもに対して専門職によ
る適切な心理的なケアに取り組みます。 

こども育成課 
子育て支援課 

人権・同和対策課 
学校教育課 
男女共同参画 

推進課 
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基本的施策２ 生活の安定に向けた各種手続の支援 

現状と課題 

ＤＶは、家庭という生活共同体で起きるため、被害を逃れるために家を出た場合は生

活基盤を失うことになります。所持金を待たずに、文字どおり着の身着のままで避難す

ることも多く、避難後、経済的に困窮するＤＶ被害者も少なくありません。 

また、加害者の追跡を恐れて、親族や友人との連絡を絶っている場合には、身近な人

からの支援を受けにくいという課題もあります。  

暴力から逃れたＤＶ被害者が、自立して新たな生活を営むためには、住宅や生活費及

び就労が確保され、安定した生活基盤を築く必要があります。 

市においては、「ＤＶ防止法」第１条第２項に規定する被害者で一定の要件を満たす者

は、市営住宅への単身入居を可能としていますが、公営住宅法の一定の要件が厳しく実

際にはＤＶ被害者に対する嘉麻市営住宅における入居者資格の拡充には至っていません。

また、一方では、ＤＶ加害者と同一地域で生活を行っていくことが果たして安全、安心

な暮らしにつながるのかといった心配もあり、被害者とその家族の望む生活、暮らしの

再建については、丁寧に希望、意思を確認しながら進める必要があります。住宅の確保

の問題は、今後も継続して関係課等と協議していくことが必要です。 

国や県では、ひとり親を対象とした就業支援事業を実施しており、これらの情報を提

供していくことも重要です。 

障がい者、高齢者のＤＶ被害者については、「障害者自立支援法」に基づく支援窓口や

「地域包括支援センター（高齢者相談支援センター）」等と男女共同参画推進課との連携

を強化し、安全な生活再建に向けた具体的な対応策の充実を図っています。 

市からの委託事業により嘉麻市社会福祉協議会が開設している「かま自立相談支援セ

ンター」では、生活困窮者の相談や就労支援を行っており、ＤＶ被害者の支援につなが

るよう、市は連携して活用しています。ＤＶ被害者の生活再建のために庁内外で関係機

関が連携できるよう、関係機関の業務内容が盛り込まれ、ＤＶ被害者に必要な社会資源

が一目でわかる「資源マップ」を作成しています。 

今後とも、ＤＶ被害者の自立支援のための住宅の確保に努めます。 

また、「資源マップ」においては、適宜最新情報を盛り込むよう更新し、被害者が希望

を持って、自立した生活を支援する社会資源に関する情報を適切に提供して行きます。 



第３章 計画の内容 
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■具体的事業 

事業

№   
具体的事業 事業の内容 担当課 

19 住宅の確保支援 
暴力から逃れた被害者の自立支援のた
め、市営住宅等への入居支援を行う。 

関係各課 

20 
福祉施策等に関する
情報の提供 

被害者の安定した暮らしが継続されるよ
う、福祉施策等自立支援のための各種制
度に関する情報の提供を行う。 

関係各課 
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基本的施策３ 被害者の情報保護 

現状と課題 

ＤＶ被害者が家を出て始めた新たな生活での安全を確保するためには、加害者による

被害者の住所探索を防ぐ必要があります。ＤＶやストーカー加害者による被害者の個人

情報の聞き出しは巧妙化しており、被害者の居所を突き止めた後の殺人事件も発生して

います。 

ＤＶ被害者が自立のために多様な社会資源を活用する際に、各種の手続きから個人情

報が加害者に知られないよう情報保護を徹底する必要があります。  

行政手続等において、市職員一人ひとりが被害者の保有情報に関するシステムを正し

く理解し、ＤＶ被害者の個人情報の漏えいが生命の危険につながることを意識し、守秘

義務を守って、業務を遂行しなければなりません。  

市においては、住民基本台帳の閲覧制限や国民健康保険の柔軟な運用など、ＤＶ被害

者の情報の保護に努めてきました。  

今後も、情報の適切な管理を強化し、職員の管理能力を高めるために、電算情報シス

テムの運用については、定期的に情報交換や共通課題の解決等を行います。 

職員の異動等によって、情報の管理体制が途切れることのないようにＤＶ被害者の情

報の運用に関して、守秘情報の取扱い注意表示をパソコンシステム上に明示し、注意喚

起を促しています。また、電算システム上のインシデントをアクシデントにさせないた

めに、主に情報を取扱う関係課でチーム編成を行い、システムの見直し、改善のための

会議を行い、全課におろすやり方を令和３（2021）年より実施しており、今後も継続して

いきます。 

 

 

■具体的事業 

事業

№   
具体的事業 事業の内容 担当課 

21 
被害者情報に関する
適切な管理と運用 

被害者に関する保有情報（電算システム
における情報を含む）の適正な管理と運
用を行う。被害者情報の運用についての
定期的な点検を実施する。 

全課 
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 成果指標  

１．重要な施策について、目標となる数値を「成果指標」として新たに設定しま

す。 

 

２．市が施策を推進した結果、各項目の数値がそれぞれ目標値に近づいたかにつ

いて進捗管理を行い、計画の実効性を高めます。 

 

３．期間 令和４年度から令和 8 年度（目標年度）までの５年間です。 

 

 

１． DV 被害者で「どこ(だれ)かに相談した」人の割合 

令和２年の市民意識調査によると、DV 被害者で「どこ（だれ）にも相談

しなかった」と「無回答」を除いた「どこ(だれ)かに相談した」割合は、

全体で 45.2％でした。啓発活動を推進することで 

75％を目指します 

 

 

２．デート DV に対する認知度 

令和２年の市民意識調査によると、「デート DV」の認知度は、全体で

28.6％でした。講座を積極的に開催したり啓発活動を推進することで 

50％を目指します 
 

 

３．「第 2 次嘉麻市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に 

関する基本計画」の認知度 

 令和２年の市民意識調査によると、「嘉麻市配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する基本計画」の認知度は、全体で 24.0％でし

た。啓発活動を推進することで 

50％を目指します 
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◎資料編 
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○嘉麻市男女共同参画審議会会議経過 

回 開催日 会議内容 

第１回 
令和３年７月 14 日（水） 
１4 時～ 
碓井総合支所 文化ホール 

（1）男女共同参画に関する国内の動向 

（国・県の動き） 

（２）意識調査結果から見た 

市民の意識と今後の課題 

（３）審議会スケジュール（計画策定スケジュール） 

第２回 
令和３年７月 28 日（火） 
１4 時～ 
碓井総合支所 文化ホール 

（１）第２次嘉麻市男女共同参画社会基本計画 

成果と課題(報告) 

（２）第３次嘉麻市男女共同参画社会基本計画 

「計画の体系」（案） 

（３）第 3 次嘉麻市男女共同参画基本計画骨子（案） 

第３回 

令和３年 10 月 13 日
（水） 
１４時～ 
碓井総合支所 文化ホール 

（１）第 3 次嘉麻市男女共同参画社会基本計画  

「第４章（基本目標ⅠⅡ）」について 

（２）第 3 次嘉麻市男女共同参画社会基本計画  

「第４章（基本目標Ⅲ・推進体制）」について 

（３）第 3 次嘉麻市男女共同参画社会基本計画  

   「第１章～第３章（基本構想）」について 

第４回 

令和３年 10 月 13 日
（水） 
１４時～ 
山田生涯学習館 研修室 1 

（１）第 3 次嘉麻市男女共同参画社会基本計画  

「第４章（基本目標ⅠⅡ）」について 

（２）第 3 次嘉麻市男女共同参画社会基本計画  

「第４章（基本目標Ⅲ・推進体制）」について 

（３）成果指標について 

第 5 回 

令和３年 11 月 17 日
（水） 
１４時～ 
碓井総合支所 文化ホール 

（１）第 3 次嘉麻市男女共同参画社会基本計画  

「第 3 次計画のテーマ」について 

（２）「第２次嘉麻市ＤＶ防止基本計画」について  

令和３年１２月６日（月）～令和４年１月５日（月） パブリックコメント実施  

第 6 回 
令和４年１月１２日（水） 
１４時～ 
碓井総合支所 文化ホール 

（１）第 3 次嘉麻市男女共同参画社会基本計画  

「パブリックコメント」への対応について 

第 7 回 
令和４年２月２日（水） 
１４時～ 
碓井総合支所 文化ホール 

（１）第 3 次嘉麻市男女共同参画社会基本計画につ

いて 

     「答 申」 
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○嘉麻市男女共同参画審議会委員名簿  

氏名 所属等 備考 

富永 桂子 学識経験者 元福岡大学 非常勤講師 会 長 

末崎 牧 学識経験者 
福岡県筑豊労働者支援事

務所所長 
 

辻 秀志 学識経験者 嘉麻市教育研究所所長  

松岡 芙美子 商工関係 商工会議所  

永光 昌弘 民生委員児童委員 民生委員児童委員協議会  

有吉 直子 女性団体 
かま男女共同参画推進ネ

ットワーク 
 

縄田 好子 公募委員  

平尾 節子 公募委員  

平塚 宏美 公募委員 副会長 

上野 美智子 公募委員  

浦田 愛 公募委員  

佐々木 義夫 公募委員  

 

（令和４年２月現在）敬称略 

 



◎ 資料編 

 

 

 
31 

 

  

○用語の解説 

あ行  

〇ＬＧＢＴＱ 

Ｌ（レズビアン＝女性同性愛者）、Ｇ（ゲイ＝男性同性愛者）、Ｂ（バイセクシュアル＝

両性愛者）、Ｔ（トランスジェンダー＝生まれたときの生物学的・社会的性別とは一致し

ない、またはとらわれない生き方を選ぶ人、これらの LGBT 以外にもクエスチョニング

（SOGI が決められない、またはあえて決めない人）など、さまざまな性的マイノリティ

（性的少数者）人の総称。 

さ行  

〇ストーカー 

性差別によって職場や学校等で起きる性的ないやがらせを指します。相手が望まない

性的な言動をすることであり、身体に不必要に触れたり、性関係を迫ったり、性的なう

わさを広めたり、多くの人の目にふれる場所にわいせつな写真を掲示することなどが含

まれる。 

 

〇ジェンダー 

生まれついての生物学的性別（セックス／sex）に対して、社会通念や慣習の中では、

社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を

「ジェンダー／gender（社会的性別）」という。「ジェンダー（社会的性別）の視点」と

は、「ジェンダー（社会的性別）」が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につなが

っている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとい

う視点。 

 

た行  

〇デートＤＶ 

結婚していない交際相手からふるわれる暴力。中学生、高校生など若い人の間でも起

きている。 

 

〇ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence） 

配偶者（パートナー）や恋人等親密な関係にある、また過去に親密な関係にあった人

からの暴力。なぐる、蹴る等の身体的な暴力だけでなく、言葉で傷つけたり無視したり

する精神的暴力、生活費などを渡さない等の経済的暴力、行動を監視したりする社会的

暴力、望まない性行為を強要するなどの性的暴力などの形がある。 
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は行  

〇婦人相談員 

「売春防止法」（第３５条）に基づき、社会的信望があり熱意と識見を持っている者で、

都道府県又は市長から委嘱され、要保護女子の発見、相談、指導等を行う。また、「ＤＶ

防止法」第３条及び第４条により平成 14(2002) 年４月から、配偶者からの暴力被害者の

相談等とともに第５条により婦人保護施設において被害者の保護を行う。相談者の人権

を尊重し権利擁護を図る立場から、支援を要する女性を発見し、ソーシャルワークによ

る相談・支援を提供し、必要に応じ関係機関との連携を図りながら問題解決を担う役割

を有している。 

 

〇包括的性教育（Comprehensive Sexuality Education） 

ジェンダー平等や性の多様性を含む人権尊重を基盤とした性教育。性教育・性の学習

を保障することは性の権利（セクシュアル・ライツ）であるとする国際的潮流の中で使

われてきた。ユネスコが中心となり作成した『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』

では、包括的性教育の目的を「自らの健康・幸福・尊厳への気づき、尊厳の上に成り立つ

社会的・性的関係の構築、個々人の選択が自己や他者に与える影響への気づき、生涯を

通して自らの権利を守ることへの理解を具体化できるための知識や態度等を身につけさ

せること」とし、その論理的根拠と、教育を効果的に進めるための内容や年齢段階別の

学習目標を提示している。 

 

 



◎資料編 
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○関係法令 

(１)嘉麻市配偶者等からの 
暴力防止対策連絡協議会条例 

平成 30年 6月 26日条例第 18号 

 

(設置) 
第 1条 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支
援のための総合的な対策について協議を行い、関係
機関の相互の連携を図るため、地方自治法(昭和 22
年法律第 67号)第 138条の 4第 3項の規定に基づ
き、嘉麻市配偶者等からの暴力防止対策連絡協議
会(以下「協議会」という。)を設置する。 
 
(所掌事務) 
第 2条 協議会は、市長の諮問等に応じ、次に掲げる
事項について調査し、及び審議する。 
(1) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援
に係る総合的な対策に関する事項 
(2) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援
に係る関係機関の相互の情報提供及び情報交換に
関する事項 
(3) 被害者の支援内容に係る関係機関の相互の調
整に関する事項 
(4) その他配偶者等からの暴力の防止及び被害者
の支援に関し、市長が特に必要と認める事項 
 
(組織) 
第 3 条 協議会は、委員 12 人以内をもって組織す
る。 
2 委員は、次に掲げる機関又は団体に所属する者等
のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 
(1) 福岡法務局飯塚支局 1人以内 
(2) 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 1人以
内 
(3) 福岡県田川児童相談所 1人以内 
(4) 福岡県嘉麻警察署 1人以内 
(5) 嘉麻市子育て総合支援センター 1人以内 
(6) 嘉麻市民生委員児童委員協議会 1人以内 
(7) 嘉麻市社会福祉協議会 1人以内 
(8) 飯塚医師会 1人以内 
(9) 母子生活支援施設「かほの森」 1人以内 
(10) その他市長が必要と認める者 3人以内 
 
(一部改正〔平成 31年条例 1号〕) 
 
(委員の任期) 
第 4 条 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任
者の残任期間とする。 
2 委員が、委嘱されたとき又は任命されたときの当該
身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。 
(会長及び副会長) 
第 5条 協議会に、会長及び副会長 1人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき
又は欠けたときは、その職務を代理する。 
 
(庶務) 
第6条 協議会の庶務は、主管課において処理する。 
 
(委任) 
第 7 条 この条例の施行に関し、協議会の運営に必
要な事項は、規則で定める。 
 
附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
附 則(平成 31年 3月 14日条例第 1号)抄 
(施行期日) 
1 この条例は、平成 31年 4月 1日から施行する。 
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（２）嘉麻市 DV被害者支援 
庁内連絡会議設置規程 

平成 25年 3月 25日訓令第 2号 

（設置） 

第１条 配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)に関

する問題について、庁内の関係各課等が共通認識を

持ち、相互に連携し、DVの防止及びDVによる被害者

の支援について検討するため、嘉麻市 DV 被害者支

援庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置す

る。 

 

（所掌事務） 

第２条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） DV 被害者に対する迅速かつ適切な対応を

総合的に行うための連携及び協力に関すること。 

（２） DV被害者の支援方法に関すること。 

（３） DVの防止に関する情報の共有に関すること。 

（４） DVの防止に関する啓発活動に関すること。 

（５） その他 DVの防止及び DV被害者の保護に関

すること。 

 

（組織） 

第３条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織

する。 

２ 委員長は、男女共同参画推進室長をもって充てる。

ただし、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、

あらかじめ、委員長が指定した者がその職務を代理

する。 

３ 委員は、課等の長(市長部局(会計課を含む)、各

行政委員会事務局、議会事務局及び水道局に所

属する課長、室長、局長及び参事をいう。)のうちか

ら、案件に応じて、その都度、委員長が選任した者

をもって充てる。 

 

  （会議） 

第４条 連絡会議の会議は、委員長が必要に応じて

招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員が連絡会議の会議に出席することができない

ときは、当該委員の指名する職員が代理出席でき

るものとする。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係

者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

４ 連絡会議の会議は、非公開とする。 

 

（守秘義務） 

第５条 連絡会議の委員及び連絡会議に出席した者

は、連絡会議において知り得た秘密を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第６条 連絡会議の庶務は、男女共同参画推進室に

おいて処理する。 

 

（その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、

委員長が定める。 

 

附 則 

 

この訓令は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

附 則(平成 26年 10月１日訓令第 12号) 

 

（施行期日） 

第１条 この訓令は、平成 26年 10月６日から施行す

る。 

 

（経過措置） 

第２条 （略） 

２～６ （略） 

７ 当分の間、この訓令による改正後の嘉麻市 DV 被

害者支援庁内連絡会議設置規程第３条の適用に

ついては、同条第３項中「所属する課長」とあるのは

「所属する総合調整監、課長」とする。 

８～18 （略） 
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（３）配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する 

法律 
  

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正：令和元年法律第四十六号 

 

目次 

第一章 総則（第一条・第二条）  

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（第二条の二・第二条の三）   

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（第三条―第五条）  

  第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）   

第四章 保護命令（第十条―第二十二条）  

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）  

第五章の二 補則（第二十八条の二）  

第六章 罰則（第二十九条・第三十条）  
  
我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の

実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者

の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、

経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力

を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現

の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被

害者を保護するための施策を講ずることが必要である。

このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めてい

る国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法

律を制定する。 
 

第一章 総則   
 
（定義）   

第一条   この法律において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす

ものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八

条の二において「身体に対する暴力等」と総称す

る。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むも

のとする。  

２   この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。  

３   この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上

離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。  
 
（国及び地方公共団体の責務）  

第二条   国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。  
 
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等   
 

（基本方針）  

第二条の二   内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次

条第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第

一項及び第三項において「基本方針」という。）を定

めなければならない。  

２   基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項

の市町村基本計画の指針となるべきものを定める

ものとする。  

一   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項  

二   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項  

三   その他配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３   主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。  

４   主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。  
 
（都道府県基本計画等）  

第二条の三   都道府県は、基本方針に即して、当

該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画（以下この条において「都道府県基本計

画」という。）を定めなければならない。  

２   都道府県基本計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。  

一   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な方針  

二   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施内容に関する事項  

三   その他配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する重要事項  
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３   市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方

針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「市町村基本計画」とい

う。）を定めるよう努めなければならない。  

４   都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。  

５   主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都

道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた

めに必要な助言その他の援助を行うよう努めなけ

ればならない。  

   

第二章 配偶者暴力相談支援センター等   
 
（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条   都道府県は、当該都道府県が設置する

婦人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能

を果たすようにするものとする。  

２   市町村は、当該市町村が設置する適切な施設

において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セン

ターとしての機能を果たすようにするよう努めるもの

とする。  

３   配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。  

一   被害者に関する各般の問題について、相談

に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。  

二   被害者の心身の健康を回復させるため、医

学的又は心理学的な指導その他の必要な指導

を行うこと。  

三   被害者（被害者がその家族を同伴する場合

にあっては、被害者及びその同伴する家族。次

号、第六号、第五条及び第八条の三及び第九

条において同じ。）の緊急時における安全の確保

及び一時保護を行うこと。  

四   被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する

制度の利用等について、情報の提供、助言、関

係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。  

五   第四章に定める保護命令の制度の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関への連絡そ

の他の援助を行うこと。  

六   被害者を居住させ保護する施設の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。  

４   前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自

ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行うものとする。  

５   配偶者暴力相談支援センターは、その業務を

行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体との連携に努めるものとする。  
 

（婦人相談員による相談等）  

第四条   婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必

要な指導を行うことができる。  
 
（婦人保護施設における保護）  

第五条   都道府県は、婦人保護施設において被害

者の保護を行うことができる。  
 
第三章 被害者の保護   
 
（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条   配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者で

あった者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者を発見した者は、

その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察

官に通報するよう努めなければならない。  

２   医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報することができる。この場合において、その者の意

思を尊重するよう努めるものとする。  

３   刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏

示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規

定は、前二項の規定により通報することを妨げるも

のと解釈してはならない。  

４   医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用に

ついて、その有する情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。  
 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につい

ての説明等）  

第七条   配偶者暴力相談支援センターは、被害者

に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に

応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配

偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ

いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受

けることを勧奨するものとする。   
 

（警察官による被害の防止）  

第八条   警察官は、通報等により配偶者からの暴

力が行われていると認めるときは、警察法 （昭和二

十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法 

（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令

の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護

その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。  
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（警察本部長等の援助）  

第八条の二   警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については、方面本部長。第十五条第三項におい

て同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受

けている者から、配偶者からの暴力による被害を自

ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、

その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの

暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則

で定めるところにより、当該被害を自ら防止するため

の措置の教示その他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援助を行うものとす

る。  
 
（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三   社会福祉法 （昭和二十六年法律第

四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条に

おいて「福祉事務所」という。）は、生活保護法 （昭

和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法 

（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父

子並びに寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二

十九号）その他の法令の定めるところにより、被害

者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。  
 
（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条   配偶者暴力相談支援センター、都道府県

警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府

県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、

被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保

護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力す

るよう努めるものとする。  
 

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二   前条の関係機関は、被害者の保護に

係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の

申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理す

るよう努めるものとする。  
 

第四章 保護命令   
 
（保護命令）  

第十条   被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体

に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以

下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下こ

の章において同じ。）が、配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた者である場合にあっては配偶者か

らの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体

に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）によ

り、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者で

ある場合にあっては配偶者から受ける身体に対す

る暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者から

引き続き受ける身体に対する暴力。同号において

同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の

申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの

身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消

された場合にあっては、当該配偶者であった者。以

下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八

条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げ

る事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる

事項については、申立ての時において被害者及び

当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。  

一   命令の効力が生じた日から起算して六月間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同じ。）

その他の場所において被害者の身辺につきまと

い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ

と。  

二   命令の効力が生じた日から起算して二月間、

被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないこと。  

２   前項本文に規定する場合において、同項第一

号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身

体に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各

号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命

ずるものとする。  

一   面会を要求すること。  

二   その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

三   著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

四   電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを

得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メール

を送信すること。  

五   緊急やむを得ない場合を除き、午後十時か

ら午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信す

ること。  

六   汚物、動物の死体その他の著しく不快又は

嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。  

七   その名誉を害する事項を告げ、又はその知り
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得る状態に置くこと。  

八   その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しく

はその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥

心を害する文書、図画その他の物を送付し、若し

くはその知り得る状態に置くこと。  

３   第一項本文に規定する場合において、被害者

がその成年に達しない子（以下この項及び次項並

びに第十二条第一項第三号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の

子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることそ

の他の事情があることから被害者がその同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくされ

ることを防止するため必要があると認めるときは、第

一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、

同号の規定による命令の効力が生じた日から起算

して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当

該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）、就学する学校その他

の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当

該子の住居、就学する学校その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。ただし、当該子が十五歳以上であると

きは、その同意がある場合に限る。  

４   第一項本文に規定する場合において、配偶者

が被害者の親族その他被害者と社会生活において

密接な関係を有する者（被害者と同居している子

及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において「親

族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は

乱暴な言動を行っていることその他の事情があるこ

とから被害者がその親族等に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため必要が

あると認めるときは、第一項第一号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の

申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して六月を経過する日まで

の間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この項において

同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺に

つきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その

他その通常所在する場所の付近をはいかいしては

ならないことを命ずるものとする。  

５   前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五

歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同

意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後

見人である場合にあっては、その法定代理人の同

意）がある場合に限り、することができる。  
 
（管轄裁判所）  

第十一条   前条第一項の規定による命令の申立て

に係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所が

ないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地

を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

２   前条第一項の規定による命令の申立ては、次

の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもする

ことができる。  

一   申立人の住所又は居所の所在地  

二   当該申立てに係る配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地  
 
（保護命令の申立て）  

第十二条   第十条第一項から第四項までの規定に

よる命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次

に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。  

一   配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた状況  

二   配偶者からの更なる身体に対する暴力又は

配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の

配偶者から受ける身体に対する暴力により、生

命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大き

いと認めるに足りる申立ての時における事情  

三   第十条第三項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事情  

四   第十条第四項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該親族等に関

して配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情  

五   配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前各号に掲げる事項について

相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の

有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

２   前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第

五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合

には、申立書には、同項第一号から第四号までに

掲げる事項についての申立人の供述を記載した書

面で公証人法 （明治四十一年法律第五十三号）

第五十八条ノ二第一項 の認証を受けたものを添

付しなければならない。  
 

（迅速な裁判）  

第十三条   裁判所は、保護命令の申立てに係る事

件については、速やかに裁判をするものとする。  
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（保護命令事件の審理の方法）  

第十四条   保護命令は、口頭弁論又は相手方が

立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、こ

れを発することができない。ただし、その期日を経る

ことにより保護命令の申立ての目的を達することが

できない事情があるときは、この限りでない。  

２   申立書に第十二条第一項第五号イからニまで

に掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属

官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは

保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた

措置の内容を記載した書面の提出を求めるものと

する。この場合において、当該配偶者暴力相談支

援センター又は当該所属官署の長は、これに速や

かに応ずるものとする。  

３   裁判所は、必要があると認める場合には、前項

の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若し

くは保護を求められた職員に対し、同項の規定によ

り書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求

めることができる。  
 
（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条   保護命令の申立てについての決定には、

理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せ

ば足りる。  

２   保護命令は、相手方に対する決定書の送達又

は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日

における言渡しによって、その効力を生ずる。  

３   保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速

やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に

通知するものとする。  

４   保護命令を発した場合において、申立人が配偶

者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申

立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判

所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及び

その内容を、当該申立書に名称が記載された配偶

者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記

載された配偶者暴力相談支援センターが二以上あ

る場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、

又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配

偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものと

する。  

５   保護命令は、執行力を有しない。  
 
（即時抗告）  

第十六条   保護命令の申立てについての裁判に対

しては、即時抗告をすることができる。  

２   前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を

及ぼさない。  

３   即時抗告があった場合において、保護命令の取

消しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることができ

る。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判

所も、この処分を命ずることができる。  

４   前項の規定により第十条第一項第一号の規定

による命令の効力の停止を命ずる場合において、

同条第二項から第四項までの規定による命令が発

せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。  

５   前二項の規定による裁判に対しては、不服を申

し立てることができない。  

６   抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定によ

る命令を取り消す場合において、同条第二項から

第四項までの規定による命令が発せられているとき

は、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければ

ならない。  

７   前条第四項の規定による通知がされている保護

命令について、第三項若しくは第四項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこ

れを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力

相談支援センターの長に通知するものとする。  

８   前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場

合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合

について準用する。  
 
（保護命令の取消し）  

第十七条   保護命令を発した裁判所は、当該保護

命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十

条第一項第一号又は第二項から第四項までの規

定による命令にあっては同号の規定による命令が

効力を生じた日から起算して三月を経過した後にお

いて、同条第一項第二号の規定による命令にあっ

ては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において、これらの命令を受けた者

が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立て

をした者に異議がないことを確認したときも、同様と

する。  

２   前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の

規定による命令を発した裁判所が前項の規定によ

り当該命令を取り消す場合について準用する。  

３   第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前

二項の場合について準用する。  
 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の

申立て）  

第十八条   第十条第一項第二号の規定による命

令が発せられた後に当該発せられた命令の申立て

の理由となった身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定に
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よる命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、

配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居し

ようとする被害者がその責めに帰することのできな

い事由により当該発せられた命令の効力が生ずる

日から起算して二月を経過する日までに当該住居

からの転居を完了することができないことその他の

同号の規定による命令を再度発する必要があると

認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発す

るものとする。ただし、当該命令を発することにより

当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認

めるときは、当該命令を発しないことができる。  

２   前項の申立てをする場合における第十二条の

規定の適用については、同条第一項各号列記以

外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、

第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条

第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に

掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同

条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる

事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。  
 
（事件の記録の閲覧等）  

第十九条   保護命令に関する手続について、当事

者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若

しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又

は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ

とができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の

申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す

審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保

護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。  
 
（法務事務官による宣誓認証）  

第二十条   法務局若しくは地方法務局又はその支

局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証

人がその職務を行うことができない場合には、法務

大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその

支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項

（第十八条第二項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の認証を行わせることができる。  
 
（民事訴訟法 の準用）  

第二十一条   この法律に特別の定めがある場合を

除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法 （平成八年法律第百

九号）の規定を準用する。  
 
（最高裁判所規則）  

第二十二条   この法律に定めるもののほか、保護

命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判

所規則で定める。  
 
第五章 雑則   
 

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条   配偶者からの暴力に係る被害者の保

護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項に

おいて「職務関係者」という。）は、その職務を行うに

当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環

境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問

わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保

及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならな

い。  

２   国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、

被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関す

る理解を深めるために必要な研修及び啓発を行う

ものとする。  

（教育及び啓発）  

第二十四条   国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止に関する国民の理解を深めるための

教育及び啓発に努めるものとする。  
 
（調査研究の推進等）  

第二十五条   国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加

害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の

健康を回復させるための方法等に関する調査研究

の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及

び資質の向上に努めるものとする。  
 
（民間の団体に対する援助）  

第二十六条   国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動

を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努

めるものとする。  
 
（都道府県及び市の支弁）  

第二十七条   都道府県は、次の各号に掲げる費用

を支弁しなければならない。  

一   第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる

業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次

号に掲げる費用を除く。）  

二   第三条第三項第三号の規定に基づき婦人

相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し

て行う場合を含む。）に要する費用  

三   第四条の規定に基づき都道府県知事の委

嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  

四   第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必

要な事務に要する費用  

２   市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する

婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。  
 

（国の負担及び補助）  

第二十八条   国は、政令の定めるところにより、都

道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の
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うち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。  

２   国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げ

る費用の十分の五以内を補助することができる。  

一   都道府県が前条第一項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げる

もの  

二   市が前条第二項の規定により支弁した費用  
 

第五章の二 補則   
 
（この法律の準用）  

第二十八条の二   第二条及び第一章の二から前

章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚

姻関係における共同生活に類する共同生活を営ん

でいないものを除く。）をする関係にある相手からの

暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴

力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解

消した場合にあっては、当該関係にあった者から引

き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当

該暴力を受けた者について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるの

は「第二十八条の二に規定する関係にある相手か

らの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十
八条の二に規定
する関係にある
相手からの暴力
を受けた者をい
う。以下同じ。） 

第六条第一
項 

配偶者又は
配偶者であ
った者 

同条に規定する
関係にある相手
又は同条に規定
する関係にある
相手であった者 

第十条第一
項から第四項
まで、第十一
条第二項第
二号、第十二
条第一項第
一号から第四
号まで及び第
十八条第一
項 

配偶者 第二十八条の二
に規定する関係
にある相手  

第十条第一
項 

離婚をし、
又はその婚
姻が取り消
された場合 

第二十八条の二
に規定する関係
を解消した場合 

 
第六章 罰則   
 

第二十九条    保護命令（前条において読み替えて

準用する第十条第一項から第四項までの規定によ

るものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  
 
第三十条    第十二条第一項（第十八条第二項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は

第二十八条の二において読み替えて準用する第十

二条第一項（第二十八条の二において準用する第

十八条第二項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により記載すべき事項について

虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立て

をした者は、十万円以下の過料に処する。  
 
附 則  
 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十

八条の規定は、平成十四年四月一日から施行す

る。  
 

（経過措置） 

第二条  平成十四年三月三十一日までに婦人相談

所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力

に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場

合における当該被害者からの保護命令の申立てに

係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに

第十四条第二項及び第三項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センタ

ー」とあるのは、「婦人相談所」とする。  
 
（検討）  

第三条  この法律の規定については、この法律の施

行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要

な措置が講ぜられるものとする。  
 
附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号）  
 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。  
 
（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（次項において「旧法」という。）第

十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定

による命令に関する事件については、なお従前の例

による。  

２  旧法第十条第二号の規定による命令が発せられ

た後に当該命令の申立ての理由となった身体に対
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する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及

ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による

改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第

一項第二号の規定による命令の申立て（この法律

の施行後最初にされるものに限る。）があった場合

における新法第十八条第一項の規定の適用につい

ては、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。  
 

（検討） 

第三条  新法の規定については、この法律の施行後

三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が

講ぜられるものとする。  
 

 附則 〔平成十九年七月十一日法律第百十三号 

〔抄〕〕 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律第十条の規定による命令の申立て

に係る同条の規定による命令に関する事件につい

ては、なお従前の例による。  
 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。  
 
附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 

抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。  

一  第一条中次世代育成支援対策推進法附則

第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第

一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の

規定 公布の日  

二  第二条並びに附則第三条、第七条から第十

条まで、第十二条及び第十五条から第十八条ま

での規定 平成二十六年十月一日  
 
附 則〔令和元年法律第四十六号 〔抄〕〕 

 （施行期日） 

 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか この法律の施

行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の

施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及

び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定

する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条

第一項から第四項までの規定による命令の申立て

をすることができる同条第一項に規定する被害者

の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行

後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定

する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会に

おける更生のための指導及び支援の在り方につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする。  
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（４）ストーカー行為等の規制等に 
関する法律 

 

 （平成十二年五月二十四日法律第八十一号） 

最終改正：令和三年法律第四十五号 

平成二八年一二月一四日法律第一〇二号 

（最終改正までの未施行法令）  

平成二十八年十二月十四日法律第百二号  

（未施行）  

 

（目的）  

第一条   この法律は、ストーカー行為を処罰する等

ストーカー行為等について必要な規制を行うととも

に、その相手方に対する援助の措置等を定めること

により、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の

発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏

に資することを目的とする。   
 
（定義）  

第二条   この法律において「つきまとい等」とは、特

定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又

はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情

を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、

直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社

会生活において密接な関係を有する者に対し、次

の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。  

一   つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、

住居、勤務先、学校その他その現に所在する場

所若しくは通常所在する場所（以下「住居等」と

いう。）の付近において見張りをし、又は住居等に

押し掛けること。  

二   その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。  

三   面会、交際その他の義務のないことを行うこ

とを要求すること。  

四   著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

五   電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにも

かかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付

し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子

メールを送信すること。  

六   汚物、動物の死体その他の著しく不快又は

嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。  

七   その名誉を害する事項を告げ、又はその知り

得る状態に置くこと。  

八   その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくは

その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し若しくは

その知り得る状態に置くこと。  

２   この法律において「ストーカー行為」とは、同一の

者に対し、つきまとい等（前項第一号から第四号ま

でに掲げる行為については、身体の安全、住居等の

平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著し

く害される不安を覚えさせるような方法により行われ

る場合に限る。）を反復してすることをいう。  

３  この法律において『位置情報無承諾取得等』とは、

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情

又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感

情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶

者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者

と社会生活において密接な関係を有するものニ対

し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを

いう。 

一  その承諾を得ないで、その所持する位置情報

記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情

報 （地理空間情報活用推進基本法（平成十九

年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規

定する位置情報をいう。以下この号において同

じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置

で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号

において同じ。）（同号に規定する行為がされた

位置情報記録・送信装置を含む。）により記録さ

れ、又は送信される当該位置情報記録・送信装

置の位置に係る位置情報を政令で定める方法に

より取得すること。 

二  その承諾を得ないで、その所持する物に位置

情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報

記録・送信装置を取り付けた物を交付することそ

の他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を

移動し得る状態にする行為として政令で定める

行為をすること。 

４   この法律において「ストーカー行為」とは、同一

の者に対し、つきまとい等（第一項第一号から第四

号まで及び第五号（電子メールの送信等に係る部

分に限る。）に掲げる行為については、身体の安全、

住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の

自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法

により行われる場合に限る。）又は位置情報無承諾

取得等を反復してすることをいう 

 

（つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止）  

第三条   何人も、つきまとい等をして、その相手方

に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害さ

れ、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさ

せてはならない。  
 
（警告）  

第四条   警視総監若しくは道府県警察本部長又は

警察署長（以下「警察本部長等」という。）は、つき

まとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警

告を求める旨の申出を受けた場合において、当該

申出に係る前条の規定に違反する行為があり、か

つ、当該行為をした者が更に反復して当該行為を

するおそれがあると認めるときは、当該行為をした

者に対し、国家公安委員会規則で定めるところによ

り、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警

告することができる。  
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２   一の警察本部長等が前項の規定による警告

（以下「警告」という。）をした場合には、他の警察本

部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告

に係る前条の規定に違反する行為について警告又

は第六条第一項の規定による命令をすることができ

ない。  

３   警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、

当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした

者に通知しなければならない。  

４   警察本部長等は、警告をしなかったときは、速

やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をし

た者に書面により通知しなければならない。  

５   警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、

当該警告の内容及び日時その他当該警告に関す

る事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道

府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に報

告しなければならない。  

６   前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受

理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安

委員会規則で定める。  
 

（禁止命令等）  

第五条   公安委員会は、警告を受けた者が当該警

告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違

反する行為をした場合において、当該行為をした者

が更に反復して当該行為をするおそれがあると認め

るときは、当該警告に係る前条第一項の申出をした

者の申出により、又は職権で、当該行為をした者に

対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を命ずることができる。  

一   更に反復して当該行為をしてはならないこと。  

二   更に反復して当該行為が行われることを防

止するために必要な事項  

２   公安委員会は、前項の規定による命令（以下

「禁止命令等」という。）をしようとするときは、行政

手続法 （平成五年法律第八十八号）第十三条第

一項 の規定による意見陳述のための手続の区分

にかかわらず、聴聞を行わなければならない。  

３   一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、

他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に

対し、当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反

する行為について禁止命令等をすることができない。  

４   公安委員会は、第一項の申出を受けた場合に

おいて、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該

禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に

通知しなければならない。  

５   公安委員会は、第一項の申出を受けた場合に

おいて、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、

その旨及びその理由を当該申出をした者に書面に

より通知しなければならない。  

６   前各項に定めるもののほか、禁止命令等の実施

に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定め

る。  

（仮の命令）  

第六条   警察本部長等は、第四条第一項の申出

を受けた場合において、当該申出に係る第三条の

規定に違反する行為（第二条第一項第一号に掲げ

る行為に係るものに限る。）があり、かつ、当該行為

をした者が更に反復して当該行為をするおそれが

あると認めるとともに、当該申出をした者の身体の

安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は

行動の自由が著しく害されることを防止するために

緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした

者に対し、行政手続法第十三条第一項 の規定に

かかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わな

いで、国家公安委員会規則で定めるところにより、

更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずる

ことができる。  

２   一の警察本部長等が前項の規定による命令

（以下「仮の命令」という。）をした場合には、他の警

察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、

当該仮の命令に係る第三条の規定に違反する行

為について警告又は仮の命令をすることができない。  

３   仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算

して十五日とする。  

４   警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ち

に、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の

命令に関する事項で国家公安委員会規則で定め

るものを公安委員会に報告しなければならない。  

５   公安委員会は、前項の規定による報告を受けた

ときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起

算して十五日以内に、意見の聴取を行わなければ

ならない。  

６   行政手続法第三章第二節 （第二十八条を除

く。）の規定は、公安委員会が前項の規定による意

見の聴取（以下「意見の聴取」という。）を行う場合

について準用する。この場合において、同法第十五

条第一項 中「聴聞を行うべき期日までに相当な期

間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほ

か、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

７   公安委員会は、仮の命令に係る第三条の規定

に違反する行為がある場合において、意見の聴取

の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、

行政手続法第十三条第一項 の規定及び前条第

二項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止

命令等をすることができる。  

８   前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の

命令は、その効力を失う。  

９   公安委員会は、第七項に規定する場合を除き、

意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を

失わせなければならない。  

10   仮の命令を受けた者の所在が不明であるため

第六項において準用する行政手続法第十五条第

三項 の規定により意見の聴取の通知を行った場

合の当該仮の命令の効力は、第三項の規定にかか

わらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日ま

でとする。  
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11   前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意

見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委

員会規則で定める。  
 
（警察本部長等の援助等）  

第七条   警察本部長等は、ストーカー行為又は第

三条の規定に違反する行為（以下「ストーカー行為

等」という。）の相手方から当該ストーカー行為等に

係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨

の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当

該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被

害を自ら防止するための措置の教示その他国家公

安委員会規則で定める必要な援助を行うものとす

る。  

２   警察本部長等は、前項の援助を行うに当たって

は、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊

密な連携を図るよう努めなければならない。  

３   警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、

ストーカー行為等に係る被害を防止するための措

置を講ずるよう努めなければならない。  

４   第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項

の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項

は、国家公安委員会規則で定める。  
 

（国、地方公共団体、関係事業者等の支援等）  

第八条   国及び地方公共団体は、ストーカー行為

等の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカ

ー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適

切な施設による支援並びにストーカー行為等の防

止に関する活動等を行っている民間の自主的な組

織活動の支援に努めなければならない。  

２   国及び地方公共団体は、前項の支援等を図る

ため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活

動の支援に係る施策を実施するために必要な財政

上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。  

３   ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関

係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方から

の求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われる

ことを防止するための措置を講ずること等に努める

ものとする。  

４   ストーカー行為等が行われている場合には、当

該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、

当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努

めるものとする。  
 
（報告徴収等）  

第九条   警察本部長等は、警告又は仮の命令をす

るために必要があると認めるときは、その必要な限

度において、第四条第一項の申出に係る第三条の

規定に違反する行為をしたと認められる者その他の

関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又

は警察職員に当該行為をしたと認められる者その

他の関係者に質問させることができる。  

２   公安委員会は、禁止命令等をするために必要

があると認めるときは、その必要な限度において、

警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者

に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察

職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の

関係者に質問させることができる。  
 
（禁止命令等を行う公安委員会等）  

第十条   この法律における公安委員会は、禁止命

令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取

に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及

び意見の聴取に係る事案に関する第四条第一項

の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該禁

止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の

聴取に係る第三条の規定に違反する行為をした者

の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知

れないときは居所）の所在地又は当該行為が行わ

れた地を管轄する公安委員会とする。  

２   この法律における警察本部長等は、警告及び仮

の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る

第四条第一項の申出をした者の住所若しくは居所

若しくは当該申出に係る第三条の規定に違反する

行為をした者の住所（日本国内に住所がないとき又

は住所が知れないときは居所）の所在地又は当該

行為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。  

３   公安委員会は、警告又は仮の命令があった場

合において、次に掲げる事由が生じたことを知ったと

きは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及

び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事

項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の

公安委員会に通知しなければならない。ただし、当

該警告又は仮の命令に係る事案に関する第五条

第二項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合

は、この限りでない。  

一   当該警告又は仮の命令に係る第四条第一

項の申出をした者がその住所又は居所を他の公

安委員会の管轄区域内に移転したこと。  

二   当該申出に係る第三条の規定に違反する行

為をした者がその住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）を他の公安

委員会の管轄区域内に移転したこと。  

４   公安委員会は、前項本文に規定する場合にお

いて、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了

しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁

止命令等をすることができるものとし、同項の他の

公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、当該

聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすること

ができないものとする。  

５   公安委員会は、前項に規定する場合において、

第三項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしない

ときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他

の公安委員会に通知しなければならない。  

 

（方面公安委員会への権限の委任）  
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第十一条   この法律により道公安委員会の権限に

属する事務は、政令で定めるところにより、方面公

安委員会に委任することができる。  
 
（方面本部長への権限の委任）  

第十二条   この法律により道警察本部長の権限に

属する事務は、政令で定めるところにより、方面本

部長に行わせることができる。  
 

（罰則）  

第十三条   ストーカー行為をした者は、六月以下の

懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

２   前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起するこ

とができない。  
 

第十四条    禁止命令等（第五条第一項第一号に

係るものに限る。以下同じ。）に違反してストーカー

行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。  

２   前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反

してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為を

した者も、同項と同様とする。  
 
第十五条    前条に規定するもののほか、禁止命令

等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。  
 
（適用上の注意）  

第十六条   この法律の適用に当たっては、国民の

権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の

目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用する

ようなことがあってはならない。  
 
附 則  
 
（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。  

（条例との関係） 

２  地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制

する行為を処罰する旨を定めているものの当該行

為に係る部分については、この法律の施行と同時に、

その効力を失うものとする。  

３  前項の規定により条例の規定がその効力を失う

場合において、当該地方公共団体が条例で別段の

定めをしないときは、その失効前にした違反行為の

処罰については、その失効後も、なお従前の例によ

る。  
 

（検討） 

４  ストーカー行為等についての規制、その相手方に

対する援助等に関する制度については、この法律

の施行後五年を目途として、この法律の施行の状

況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて

必要な措置が講ぜられるべきものとする。  

附 則 （平成二五年七月三日法律第七三号）  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を

経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規

定及び附則第三条の規定は、公布の日から起算し

て二十日を経過した日から施行する。  
 

（通知に関する経過措置） 

第二条  この法律による改正後のストーカー行為等

の規制等に関する法律（以下「新法」という。）第四

条第三項及び第四項の規定は、この法律の施行

後に同条第一項の申出を受けた場合における警告

について適用する。  
 
（条例との関係） 

第三条  地方公共団体の条例の規定で、新法で規

制する行為を処罰する旨を定めているものの当該

行為に係る部分については、第二条の改正規定の

施行と同時に、その効力を失うものとする。  

２  前項の規定により条例の規定がその効力を失う

場合において、当該地方公共団体が条例で別段の

定めをしないときは、その失効前にした違反行為の

処罰については、その失効後も、なお従前の例によ

る。  

 
（政令への委任） 

第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。  
 
（検討） 

第五条  ストーカー行為等その他の特定の者に対す

る恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たさ

れなかったことに対する怨恨の感情を充足する目

的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方

法による行為の規制等の在り方については、近年、

当該行為に係る事案の数が高い水準で推移してい

ること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、

所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速

やかに必要な措置が講ぜられるものとする。  

２  政府は、前項の行為の実情等を把握することが

できる立場にあることを踏まえ、同項の規制等の在

り方について検討するための協議会の設置、当該

行為の防止に関する活動等を行っている民間の団

体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、

同項の検討に当たって適切な役割を果たすものと

する。  
 
附 則 （平成二八年一二月一四日法律第一〇二号） 

抄  
 
（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日

を経過した日から施行する。ただし、第二条並びに

附則第四条、第五条及び第六条（銃砲刀剣類所

持等取締法（昭和三十三年法律第六号）第五条

第一項第十五号の改正規定中「命令」の下に「若し
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くは同条第九項の規定によるその延長の処分」を加

える部分に限る。）の規定は、公布の日から起算し

て六月を経過した日から施行する。  
 
（罰則に関する経過措置） 

第二条  この法律の施行の日前にした第一条の規

定による改正前のストーカー行為等の規制等に関

する法律（附則第四条において「第一条による改正

前の法」という。）第二条第二項に規定するストーカ

ー行為に該当する行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。  
 

（条例との関係） 

第三条  地方公共団体の条例の規定で、第一条の

規定による改正後のストーカー行為等の規制等に

関する法律で規制する行為で同法で罰則が定めら

れているものを処罰する旨を定めているものの当該

行為に係る部分については、この法律の施行と同

時に、その効力を失うものとする。  

２  前項の規定により条例の規定がその効力を失う

場合において、当該地方公共団体が条例で別段の

定めをしないときは、その失効前にした違反行為の

処罰については、その失効後も、なお従前の例によ

る。  
 
（禁止命令等に関する経過措置） 

第四条  次に掲げる命令についての第二条の規定に

よる改正後のストーカー行為等の規制等に関する

法律（以下この条において「第二条による改正後の

法」という。）第五条第八項の規定の適用について

は、同項中「日から起算して一年」とあるのは、「時

から、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一

部を改正する法律（平成二十八年法律第百二号）

附則第一条ただし書に規定する日から起算して一

年を経過する日まで」とする。  

一  附則第一条ただし書に規定する日前にした第

二条の規定による改正前のストーカー行為等の

規制等に関する法律（次条において「第二条によ

る改正前の法」という。）第五条第一項の規定に

よる命令  

二  この法律の施行の日前に第一条による改正

前の法第五条第一項の規定による命令を受けた

者に対し、当該命令に係る第一条による改正前

の法第三条の規定に違反する行為について附

則第一条ただし書に規定する日から起算して一

年以内にした第二条による改正後の法第五条第

一項の規定による命令  

２  前項第二号に掲げる第二条による改正後の法第

五条第一項の規定による命令をしたときは、当該命

令を受けた者に対し当該この法律の施行の日前に

した第一条による改正前の法第五条第一項の規定

による命令は、その効力を失うものとする。  

（仮の命令に関する経過措置） 

第五条  附則第一条ただし書に規定する日前にした

第二条による改正前の法第六条第一項の規定に

よる命令については、同条第二項から第十一項ま

での規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

この場合において、同条第二項中「前項」とあるの

は「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部

を改正する法律（平成二十八年法律第百二号）第

二条の規定による改正前の第六条第一項」と、同

条第八項中「したとき」とあるのは「し、又は前条第

三項の規定により禁止命令等をしたとき」と、同条

第九項中「場合」とあるのは「場合及び前条第三項

の規定により禁止命令等をする場合」とする。  
 

（政令への委任） 

第七条  附則第二条から第五条までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め

る。  
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（５）福岡県における性暴力を 
根絶し、性被害から県民等 

を守るための条例 
 

平成３１年福岡県条例第１９号 

（目的） 

第１条 この条例は、性犯罪をはじめとする性

暴力を根絶し、性被害から県民等を守るとともに、

性暴力の被害者を支援するため、性暴力の根絶及

び被害者の支援に関し、基本理念及び基本方針を

定め、並びに県、県民、事業者及び市町村の責務

を明らかにし、法令及び福岡県犯罪被害者等支援

条例（平成３０年福岡県条例第３４号。以下「支

援条例」という。）に定めるもののほか、性暴力の

根絶及び被害者の支援に関する基本的な施策を

定めることにより、県民が安心して安全に暮らせ

る地域社会を形成することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「性犯罪」とは、次に

掲げる罪をいう。 

一 刑法（明治４０年法律第４５号）第１７６条

から第１８１条まで、第２２５条（わいせつの目

的に係る部分に限る。この号において同じ。）、第

２２８条（同法第２２５条に係る部分に限る。）、

第２４１条第１項及び第３項並びに第２４３条

（同法第２４１条第３項に係る部分に限る。）の

罪 

二 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

６０条第１項の罪 

三 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制

及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成

１１年法律第５２号。第１７条第１項及び第１８

条第３項において「児童買春等処罰法」という。）

第４条及び第７条の罪 

四 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和

５年法律第９号）第４条（刑法第２４１条第１項

の罪に係る部分に限る。）の罪 

五 私事性的画像記録の提供等による被害の防

止に関する法律（平成２６年法律第１２６号）第

３条第１項から第３項までの罪 

六 前各号に掲げるもののほか、自己の性的好

奇心又は欲求を満たす目的で犯した罪 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 配偶者等性暴力 その性別にかかわらず、配

偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）若しく

は配偶者であった者又は同性であっても配偶者

に類する親密な関係を有する者からの性的性質

を有する身体に対する暴力又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

二 ストーカー行為 ストーカー行為等の規制

等に関する法律（平成１２年法律第８１号）第２

条第３項に規定するストーカー行為をいう。 

三 セクシュアルハラスメント 相手の意思に

反する性的な言動（性的な関心や欲求に基づく言

動をいい、性別により役割を分担すべきとする意

識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に

基づく言動を含む。）に対する当該相手の対応に

よって当該相手に社会生活上の不利益を及ぼし、

又は相手の意思に反する性的な言動によって、当

該相手の就業環境、修学環境その他の社会生活上

他人と共有する環境を害することをいう。 

四 性暴力 性犯罪、配偶者等性暴力、ストーカ

ー行為、セクシュアルハラスメントその他特定の

者の身体又は精神に対する性的行為で、当該特定

の者にとって、その同意がない、対等ではない、

又は強要されたものを行うことにより、その者の

性的な問題を自ら決定する権利（以下「自己決定

権」という。）又はその者の性的な問題に関する身

体、自由、精神、名誉等の人格的な利益（以下「性

的人格権」という。）を侵害する行為をいう。 

五 性被害 性暴力の相手が当該性暴力によっ

て受け、又は引き起こされた身体的又は精神的被

害をいう。 

六 二次的被害 支援条例第２条第１項第４号

に規定する二次的被害をいう。 

七 二次的加害行為 二次的被害を生じさせる

行為をいう。 

八 県民等 県民、県内の事業所で就労する者及

び県内に滞在する者をいう。 

九 事業者 県内で事業を営む個人又は法人そ

の他の団体をいう。 

十 子ども １８歳に満たない者をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 この条例に基づく取組は、次の各号に掲

げる事項を基本理念として、県民全ての力で性暴

力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、性

暴力を許さず、被害者に寄り添う心を共有する社

会をつくるために進めるものとする。 

一 性暴力は、人の性に関する自己決定権や性

的人格権を侵害し、その心身を傷つける極めて悪

質な行為であることから、これを根絶し、性別を

問わずあらゆる人が、尊厳をもって生きることが

できるようにしなければならないこと。 

二 子どもに対する性暴力は、子どもに保障さ

れるべき健全な成長発達を阻害するなど、その幸

福な生活を困難にする極めて重大かつ深刻な性

的人格権の侵害であるとともに、子ども自身では

回避できない場合も多いことから、親族、関係者

及び地域住民並びに関係行政機関が連携協力し

て、子どもを性暴力から守らなければならないこ

と。 
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三 性暴力及びその被害者に関する誤った自己

責任論や偏見を払しょくし、その実情の正しい理

解を深め、かつ広めることにより、被害者に対す

る二次的加害行為も、また、根絶しなければなら

ないこと。 

四 性暴力を未然に防止することを最大の目的

とするとともに、この目的に反して性被害が発生

したときは、当該被害者を支援し、性被害の軽減

及び回復を図ることにより、二次的加害行為その

他の新たな人権侵害となる行為を防止すること

を最優先の目的とするべきこと。 

 

（基本方針等） 

第４条 県、市町村その他の関係機関又は関係

団体は、次の基本方針にのっとり、性暴 

力の被害者の支援及び性暴力の根絶に取り組む

ものとする。 

一 この条例に基づく取組は、性暴力に関する

法令の規定に基づく取組と連携し、適切な役割分

担の下にこれを補完することを旨として進めな

ければならないこと。 

二 性暴力を未然に防止するためには、加害が

なければ被害もないことを踏まえ、性暴力の加害

者を生まない社会づくりの気運を醸成する教育

と啓発に重点的に取り組むこと。 

三 性暴力の被害者の支援は、当該被害者の視

点に立ち、その自己決定を最大限に尊重して行う

ものとし、被害者に対する二次的加害行為は、被

害者の苦痛をさらに増大させ、継続させるもので

あり、決して許されないことの教育と啓発にも、

重点的に取り組むこと。 

２ 前項の取組を進めるに当たっては、次に掲

げる事項に配慮するものとする。 

一 性暴力は、反復され、更なる被害に発展する

ことも少なくないことから、被害者が早期に救済

を求めることができるような措置を講じるとと

もに、被害者の意思を尊重しつつ、関係機関が連

携して迅速に対応する必要があること。 

二 性暴力の被害者が加害者と社会生活上何ら

かの関係を有し、かつ、対等な立場でない場合に

は、当該性暴力の被害から逃れる行動に起因する

新たな被害又は不利益が生じることもあること

から、周囲の関係者とも連携して、当該被害者の

安全の確保と利益の保護を図る必要があること。 

三 性被害は、顕在化しにくい傾向があること

から、これを抑止する取組が遅れ、又は困難とな

る場合があるため、性被害又はその兆候を見逃さ

ず、又は傍観せず、被害者の視点に立って性被害

を阻止する意識を広く県民に定着させることが

必要であること。 

四 子どもや心身に障がいを有する者に対する

性暴力は、その発見が困難なことに鑑み、学校、

施設、病院その他の児童福祉又は障がい者福祉に

関連する業務を行う団体又は機関の職員、従業員

等は、子ども等を見守り、その性被害を早期に発

見し、阻止する責務を有することを自覚して行動

するとともに、発見したときは、関係機関に通報

し、県その他関係機関が連携して、当該子ども等

の保護その他必要な措置を迅速に講ずる必要が

あること。 

 

（県の責務） 

第５条 県は、性暴力の根絶又は被害者の支援

に関連する業務若しくは事業を行う関係 

機関及び関係団体（必要な範囲において他の都道

府県及び他の都道府県内の機関又は団体を含む。）

との連携体制を整備し、性暴力による被害の早期

発見及び早期対応に取り組むとともに、性暴力の

根絶に向けた総合的な施策を講じるものとする。 

２ 県は、市町村に対して性暴力の実情に関す

る必要な情報及び知見を提供するとともに、第８

条の規定に基づく市町村の取組を支援するもの

とする。 

３ 県は、性暴力の根絶又は性被害に関する支

援に係る事業を行う民間団体で、県内において継

続的に活動するものに対し、適切かつ必要な範囲

において、財政的な支援その他の支援を実施する

よう努めるものとする。 

 

（県民の責務） 

第６条 県民は、第３条の基本理念にのっとり、

性暴力及びその被害者に関する理解を深めるこ

とにより、性被害及び二次的被害を発生させない

よう配慮するとともに、性暴力の根絶に向けて、

この条例に基づく県及び市町村の取組に協力す

るものとする。 

 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業所においてセクシ

ュアルハラスメントその他の性暴力による性被

害又は二次的被害が発生することがないよう、県、

市町村等が実施する研修に従業員が参加できる

よう配慮する等、この条例に基づく県、市町村等

の施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、その事業所に関し、第１６条第２

項の規定により県が定める指針等を踏まえ、性暴

力が発生しにくい就労環境の整備その他雇用管

理上必要な措置を講じるよう努めるものとし、性

被害又は二次的被害を申し出た者があるときは、

適切に対応しなければならない。 

 

（市町村の責務） 

第８条 市町村は、第３条の基本理念にのっと

り、県及び県警察との連携の下、性暴力 

事案が発生しにくい生活環境の整備等、性暴力の

根絶に向けた取組を推進するとともに、性暴力の
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根絶及び性暴力の被害者の支援に関する住民の

理解を促進するよう努めるものとする。 

 

（行動規範） 

第９条 県民等は、性暴力となる行為を行って

はならない。 

２ 県民等は、性暴力の発生場所、状況その他の

内容及び当該性暴力の被害者の氏名、住所、職業、

年齢等、性暴力の被害者を特定し得る情報を、そ

の真偽にかかわらず、他人に伝え、又はインター

ネット、電子メールその他の情報通信ネットワー

クを通じて流布させる行為（放送機関、新聞社、

通信社その他の報道機関（報道を業として行う個

人を含む。）による報道及び当該被害者の意思に

基づき行うものを除く。）は、重大な人権侵害に当

たるおそれがあることを踏まえ、当該行為を行わ

ないものとする。 

 

（率先垂範） 

第１０条 知事、県議会議員その他福岡県の特

別職に属する者及び県職員は、県民に範を示すべ

き立場を深く自覚し、第３条の基本理念にのっと

り自らの認識と行動を厳しく律するとともに、性

暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、

性暴力を許さず、被害者に寄り添う心を共有する

社会をつくるとの固い決意をもって、性暴力の根 

絶に率先して取り組むものとする。 

２ 市町村長、市町村議会議員その他地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項

又は第３項の職にある者は、所属する地方公共団

体の住民に範を示すべき立場にあることを自覚

し、前項に規定するところに準じた取組に努める

ものとする。 

 

（性暴力根絶等に関する教育活動） 

第１１条 性暴力を根絶し、被害者も加害者も

出さない社会、性暴力を許さず、被害者には寄り

添う心を共有する社会をつくるため、学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小

学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教

育学校及び特別支援学校のうち公立の学校の長

は、その児童又は生徒に対し、発達の段階に応じ

た性暴力の根絶及び性暴力の被害者の支援に関

する総合的な教育を行うよう努めるものとする。 

２ 前項の教育は、性差別等人権に関する教育、

体や性の仕組みに関する教育、性に関する心理学

的見地からの教育並びに性暴力及び性被害の実

情等に関する教育を含むものとし、それぞれの分

野に関し専門的な知識及び経験を有する専門家

で県が派遣するものによって行う。 

３ 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第

２条第３項に規定する私立学校（学校教育法第１

条に規定する幼稚園、大学及び高等専門学校を除

く。）は、第１項の教育の状況等を踏まえ、これに

準じた教育を行うよう努めるものとする。この場

合において、県は、前項の専門家の派遣その他の

支援を行うものとする。 

 

（性暴力根絶等に関する研修等） 

第１２条 県は、性被害を早期に発見し、性暴力

の被害者の保護その他の支援を迅速かつ適切に

行うとともに、県民を性暴力から守るために必要

な措置を円滑に講じるため、この条例の施行に関

し重要な役割を担う者及び希望する者に対し、前

条の教育内容等に関する専門的な研修及び性暴

力に適切に対処し、又は傍観者とならない対処方

法 

等に関する研修を実施するものとする。 

２ 県は、第１０条第１項に規定する者に対し

て前項の研修に準じた研修を実施するとともに、

同条第２項に規定する者並びに学校教育法第１

条に規定する大学及び高等専門学校、同法第１２

４条に規定する専修学校並びに同法第１３４条

第１項に規定する各種学校の学生又は生徒に対

し、同様の研修を受ける機会を提供するものとす

る。 

 

（性暴力根絶等に関する広報・啓発等） 

第１３条 県は、あらゆる機会を活用し、性暴力

の根絶及び被害者の支援に関する広報 

及び啓発活動を推進することにより、この条例の

趣旨の周知に努めるものとする。 

 

（総合窓口の設置及び関係機関との連携） 

第１４条 県は、支援条例第９条の規定に基づ

く犯罪被害者等の総合的支援体制の中で、性暴力

の被害者の支援に関する総合的な窓口（以下「支

援センター」という。）を設置し、その周知に努め

るものとする。 

２ 支援センターでは、第３条の基本理念にの

っとり、性暴力の被害者の支援に関する次の業務

を行う。 

一 専門の相談員による相談 

二 被害者が必要とする支援制度及び専門機関

の紹介 

三 医療機関、警察署等への付添い及び助言 

四 性被害を受けた直後の医療的な緊急対応及

び証拠採取に係る援助並びに必要と認められる

期間にわたる精神医学的支援の提供五 弁護士等

による法的支援その他必要と認められる支援の

提供 

３ 支援センターは、医療機関、県警察その他の司

法機関、関係自治体その他の関係団体又は関係機

関及び弁護士等の専門家と連携して、前項の業務

を行うものとする。 
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（性暴力及び性被害に関する相談等） 

第１５条 性暴力による危険に直面し、又は性

被害を受けた者は、当該性暴力への対応又は当該

被害について、支援センターに相談することがで

きる。この場合において、支援センターは、相談

者の意思と立場に即して、慎重に、かつ、秘密の

保持に最大限の注意を払って対応するものとす

る。 

２ 前項の相談内容に関し法令の規定により対

応するべき警察署その他の専門機関等がある場

合において、相談者が求めるときは、当該専門機

関等にその旨を伝え相談者を引き継ぐとともに、

当該機関等との連携の下に、相談者に対する支援

を継続するものとする。 

 

（性被害事案に関する協議・検討） 

第１６条 加害者側への対応を含め性暴力又は

その被害者に関する相談への対応その他被害者

の支援のあり方及び講ずるべき施策並びに性暴

力の根絶に向けた取組等について検討するため、

県は、関係機関及び有識者との協議・検討の場を

設けるものとする。 

２ 前項の協議・検討の場では、性暴力の被害者

の意思を尊重し、かつ、被害者の個人情報を確実

に保護することを基本として、前項に定める被害

者支援の施策等を検討するとともに、性暴力に関

する県民の理解を促進するため、性暴力となる行

為に関する考え方、指針等を検討し、その成果を

公表するものとする。 

 

（住所等の届出義務） 

第１７条 子どもに対し、第２条第１項第１号

から第４号までの罪（第３号については、児童買

春等処罰法第７条第４項の罪に限る。）を犯した

者が、これらの罪に係る刑期の満了の日（刑の一

部の執行が猶予された場合にあっては猶予され

なかった期間の執行を終わった日）から５年を経

過する日前に本県の区域内に住所又は居所を定

めたときは、規則で定めるところにより、当該住

所又は居所を定めた日から１４日以内に、次に掲

げる事項を知事に届け出なければならない。 

一 氏名 

二 住所又は居所 

三 性別 

四 生年月日 

五 連絡先 

六 届出に係る罪名 

七 刑期の満了した日 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項各

号に掲げる事項に変更を生じたとき（次項に規定

する場合を除く。）は、その日から１４日以内に、

その旨を知事に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定による届出をした者が新たに

本県の区域外に住所又は居所を定めることとな

った場合は、その旨を知事に届け出なければなら

ない。 

４ 知事は、第１項の規定により取得した情報

を対象者の再犯の防止及び社会復帰に向けた情

報提供、助言、指導その他の支援の目的以外に使

用してはならない。 

 

（受診の勧奨と社会復帰の支援） 

第１８条 知事は、前条第１項の規定に該当す

る者が申し出たときは、性犯罪の再犯を 

防止するための専門的な指導プログラム又は治

療を受けることを支援するものとする。ただし、

当該指導プログラム又は治療を受けること又は

これを継続することが特に必要と認める者につ

いては、これを勧奨することができる。 

２ 前項の指導プログラム又は治療に要する費

用は、性暴力から県民を守る観点から、 

予算の範囲内において県が支弁するものとする。 

３ 第１項本文及び前項の規定は、子どもに対

し、第２条第１項第１号から第４号までの罪（第

３号については、児童買春等処罰法第７条第４項

の罪に限る。）を犯し、保護観察の有無にかかわら

ず刑の執行を猶予された者、起訴猶予とされた者

又は罰金刑に処せられた者について準用する。 

 

（加害者等からの相談等） 

第１９条 性暴力の加害者が、性暴力の再発を

防止し、又は社会復帰を望むときは、支援センタ

ーとは別に県が設置する窓口に相談し、支援を求

めることができる。この場合において、県は、当

該性暴力の被害者に関する情報の秘匿を厳守す

るとともに、当該窓口を第１４条の規定に基づき

設置する総合窓口とは完全に隔離された場所に

設置 

する等、加害者が被害者に遭遇することがないよ

う、配慮しなければならない。 

２ 知事は、性犯罪を犯した後に本県の区域内

に住所又は居所を定めた者が、精神科の専門医そ

の他の専門家による治療又は社会復帰のための

指導を受けることを望むときは、矯正施設、保護

観察所等の関係機関と連携し、県に、第１７条第

１項の規定に準じた当該出所受刑者の情報を登

録するよう求め、定期的に必要な治療又は指導が

受けられるよう措置するものとする。 

 

（医療機関の取組） 

第２０条 医療機関は、支援センターを経由し

て性暴力の被害者が受診したときは、そのプライ

バシーに配慮するとともに、証拠資料の採取への

協力、性被害に伴う疾病の予防又は治療その他被
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害者が心身に受けた被害の回復の支援その他被

害者の状況に応じた対応に努めるものとする。 

  

（被害者支援に関する特則） 

第２１条 性暴力の被害者に対する支援につい

ては、この条例に定めるもののほか、支援条例に

規定する犯罪被害者等の支援に関する規定を適

用する。 

２ 本県における性暴力の被害者に対する支援

に関する施策は、第３条の基本理念にのっとり、

性的指向及び性自認にかかわらず、講ぜられるも

のとする。 

３ 知事は、配偶者等性暴力、ストーカー行為そ

の他の性暴力から被害者を隔離するため必要が

あると認めるときは、居所の秘密を確実に保持で

きるよう配慮した上で、県外を含めた民間住宅の

借上げ、第５条第３項の事業を行う民間団体が設

置する避難所の紹介等の方法により、必要と認め

られる期間、県の支援の下に避難所を提供するも

のとする。 

４ 前項の避難所では、被害者が、その所在地の

県及び市町村又は第５条第３項の事業を行う民

間団体の支援を受けられるよう、県は、秘密の保

持に配慮した上で、当該所在地の県及び市町村又

は民間団体と連携するものとする。 

５ 県は、支援条例第１６条、第１９条、第２０

条等の規定に基づき支援条例第１０条の支援計

画に定めた施策について、性暴力の被害者の特性

に応じた特別の支援の必要性及びその内容につ

いて検討し、必要に応じて支援計画に定めるよう

努めるものとする。 

 

（過料） 

第２２条 正当な理由がなく第１７条第１項又

は第２項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

は、５万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第１１条から第２２条までの規定は、規則で定め

る日から施行する。 

 

（この条例の見直し） 

２ この条例は、その運用状況と性暴力及び性

被害の実情並びに第１６条の規定による検討の

状況等を勘案し、前項の規則で定める日から３年

を目途に必要な見直しを行うものとする 

 

 

 



◎資料編 
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■課別具体的事業一覧 

【全課】 

基本目標 基本的施策 № 具体的事業 
ペー
ジ 

Ⅰ １ １ DV に関する研修 12 

Ⅰ １ 3 DV に関する正しい理解の促進 12 

Ⅲ ３ 21 被害者情報に関する適切な管理と運用 26 

 

【関係各課】 

基本目標 基本的施策 № 具体的事業 
ペー
ジ 

Ⅰ １ ５ 若年層に対する啓発の推進 12 

Ⅰ ２ ７ 被害の早期発見及び適切な対応 15 

Ⅱ １ ９ 庁内関係部署との連携強化 17 

Ⅱ １ 10 ＤＶ防止連絡協議会による連携 17 

Ⅱ １ 11 男性や性的少数者等への相談窓口の情報提供 17 

Ⅱ ２ 12 外国人からの相談に対する適切な対応 20 

Ⅱ ２ 13 高齢者、障がい者への適切な対応 20 

Ⅱ ２ 14 LGBTQ 等の性的少数者への適切な対応 20 

Ⅲ １ 16 被害者の安全のための警察との連携強化 23 

Ⅲ １ 17 心理的ケアへの配慮 23 

Ⅲ ２ 19 住宅の確保支援 25 

Ⅲ ２ 20 福祉施策等に関する情報の提供 25 

 

【人事秘書課】 

基本目標 基本的施策 № 具体的事業 ページ 

Ⅱ ３ 15 窓口職員の研修の充実 21 

 

【人権・同和対策課】 

基本目標 基本的施策 № 具体的事業 ページ 

Ⅰ １ 4 
ＤＶが子どもに及ぼす影響についての理解の促進 
(面前 DV の理解促進) 

12 

Ⅲ １ 18 
面前ＤＶにより影響を受けた子どもへの心理的ケ
アの推進 

23 
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【学校教育課】 

基本目標 基本的施策 № 具体的事業 ページ 

Ⅰ １ ２ 人権尊重の意識を醸成する教育の推進 12 

Ⅰ １ 4 
ＤＶが子どもに及ぼす影響についての理解の促進 
(面前 DV の理解促進) 

12 

Ⅲ １ 18 
面前ＤＶにより影響を受けた子どもへの心理的ケ
アの推進 

23 

 

【こども育成課】 

基本目標 基本的施策 № 具体的事業 ページ 

Ⅰ １ ４ 
ＤＶが子どもに及ぼす影響についての理解の促進 
(面前 DV の理解促進) 

12 

Ⅲ １ 18 
面前ＤＶにより影響を受けた子どもへの心理的ケ
アの推進 

23 

 

【子育て支援課】 

基本目標 基本的施策 № 具体的事業 ページ 

Ⅰ １ ４ 
ＤＶが子どもに及ぼす影響についての理解の促進 
(面前 DV の理解促進) 

12 

Ⅲ １ 18 
面前ＤＶにより影響を受けた子どもへの心理的ケ
アの推進 

23 

 

【男女共同参画推進課】 

基本目標 基本的施策 № 具体的事業 ページ 

Ⅰ １ 4 
ＤＶが子どもに及ぼす影響についての理解の促進 
(面前 DV の理解促進) 

12 

Ⅰ ２ ６ 相談窓口の周知 15 

Ⅰ ２ ８ 加害者対策に関する情報収集及び発信 15 

Ⅱ １ ９ 庁内関係部署との連携強化 17 

Ⅱ １ 10 DV 防止連絡協議会による連携 17 

Ⅱ ３ 15 窓口職員の研修の充実 21 

Ⅲ １ 18 
面前ＤＶにより影響を受けた子どもへの心理的ケ
アの推進 

23 
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